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エグゼクティブサマリー 

南アフリカは、急速に拡大する ELV（使用済自動車）問題に直面している。国内の自動車保有台数は

1,300 万台を超え、平均車齢も 10.5 年を超えて老朽化が進む中、走行不能・放置・不適切に解体され

た車両が急増している。現在、ELV の 96.5%が非正規ルートで処理されており、その結果、重大な環

境被害、本来防げたはずの交通事故死、経済的損失、産業としての価値の喪失が生じている。国家レ

ベルで一貫した ELV システムを構築できなければ、南アフリカは雇用機会を失い、貴重な金属は埋立

処分されるか海外に流出し、道路安全や環境被害の悪化にも直面することになる。 

国際的な事例を見ると、ELV 規制はこうした「負債」を戦略的な「資産」へと転換できることが示さ

れている。南アフリカが、廃棄証明書（CoD）と連動した強制的な登録抹消、処理施設の認証制度、

デジタル技術を活用した車両追跡、定期的な車両検査、対象を絞ったインセンティブなどを基盤とす

る適切な ELV 政策を導入すれば、経済面でも環境面でも大きな利益が期待できる。本調査のモデリン

グによれば、ELV 政策を早期に導入した場合、南アフリカは 2040 年までに ELV 回収率 85%を達成し、

年間 1 万件以上の持続的な雇用を創出、382 人の命を救い、年間 1 万 2,500 件の事故負傷を防止でき

る。また、材料リサイクルと埋立削減により、年間 50 万 7 千トン以上の CO₂排出回避も可能となる。

さらに、新車販売を年間 4 万 1,000 台、国内生産を年間 1 万 7,500 台押し上げ、GDP に年間 0.28%寄

与し、回収資材から年間 12 億ランドの価値を創出できる可能性がある。 

正式な ELV システムは、国連持続可能な開発目標（SDGs）、国家開発計画、南アフリカ自動車マスタ

ープラン（SAAM35）、国家廃棄物管理戦略といった、同国の主要な開発戦略にも貢献する。有害物

質の安全処理を確保し、高価値金属を回収し、国内リサイクル市場を強化することで、循環型経済を

推進する。また、鉄鋼・アルミニウム生産で使われる二次材料のサプライチェーン強化や、新興のバ

ッテリーリサイクル産業を後押しすることで、産業競争力の向上にも寄与する。 

国際的なベンチマーク調査から明らかなように、正式な ELV システムの確立にはいくつかの基本的な

ステップが必要である。まず、政府は貿易・産業・競争省（dtic）を中心に、運輸省（DoT）と環

境・森林・気候変動省（DFFE）が共同で関与する省庁横断的な ELV タスクチームを設置すべきであ

る。次に、廃車証明書（CoD）と連動した登録抹消の義務化、認可処理施設（ATF）の全国ライセン

ス制度、そして危険車両を国内から排除するための定期車両検査を導入すべきである。さらに、

eNaTIS と連携したデジタル ELV 追跡システムにより、透明性・追跡性・執行力を確保する必要があ

る。最後に、パイロット事業、スクラップインセンティブ、技能開発、中小企業支援などを含む段階

的な導入アプローチは、非正規事業者の公正な移行と、全国に展開可能で法令順守の ELV システムを

構築するための能力強化に不可欠である。 

南アフリカには、現代的で循環型の自動車社会を自ら設計する機会がある。それは単に被害を減らす

だけではなく、産業活性化、雇用創出、長期的な環境メリットをもたらすものである。国際的にも国

内的にも明らかなのは、ELV 政策は実現可能であるだけでなく、国家発展の戦略的な推進力となりう

るということである。そして南アフリカが進歩的な ELV 政策を早期に実施すればするほど、その経

済・安全・環境面の主要な利益を早く享受できる。  
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1 はじめに 

使用済み自動車（ELV）とは、その有用な耐用年数に達し、公道での安全かつ合法的な走行に適さな

くなった車両を指す。これは事故による修復不可能な損傷、過度の摩耗・損傷、過度な修理費用、あ

るいは経年劣化などが原因となる場合がある。  

世界的な傾向として、ELV の数は自動車保有台数の増加と連動して増加する。 2024 年末時点で、南

アフリカの自動車保有台数は約 1,300 万台に達した（1 ）。保有台数の増加に加え、車両の老朽化も

進行している。2022 年の乗用車平均車齢は 10 年 6 か月で、2015 年から 15 か月増加した（2 ）。老

朽化の進行は、年間 ELV 台数の増加を意味し、適切に管理されない限り経済的・社会的・環境的リ

スクが増加する。特に不法投棄された場合は、日本で発生したように大きな公害となり莫大な時間と

処理費が必要となる。 

正式な追跡システムやインフラが整備されていない場合、ELV は通常、非正規に解体され、関係する

経済に深刻な影響を及ぼす。環境面では、燃料、冷却剤、バッテリー、冷媒などの有害な液体や材料

が不適切に処分されることが多く、土壌や水を汚染し、埋立地の負担を増大させ、残留性汚染物質を

放出する。 経済的には、安全に再利用・再製造・リサイクルすることの可能な貴重な材料（鉄鋼、

アルミニウム、銅など）が流失又はダウンサイクルされるため、雇用創出、中小企業の発展、産業高

度化の機会が阻害される。走行不適格または不適切に修理された車両の継続的な流通は、高い事故率、

予防可能だったはずの死亡事故、多大な社会的コストの一因となる。 南アフリカのような国では、

この状況が道路事故基金と医療制度に多大な負担を強いている。  

国際事例から、ELV を統合的な政策枠組みで管理することにより、こうしたリスクを有用な機会に変

えられることが示されている。規制されたシステムは、走行不能車両の早期撤去を促進し、死亡事故

と非死亡事故の両方を減少させることで道路安全を向上させる。また、再利用・リサイクル率の向上、

新規原料代替による CO₂排出削減、有害物質の安全な処理の確保を通じて、気候変動・環境面での利

益ももたらす。 経済的には、正式な ELV システムは新たな雇用を創出し、回収・解体・リサイク

ル・コンプライアンスサービス分野における中小企業の参画を拡大し、現在非正規市場に流出してい

る鉄鋼・アルミニウム・銅・プラスチックなどの資材価値を完全に回収する。要するに、現在の社会

的・環境的負担が、将来の産業成長・財政収入・安全なコミュニティの推進力となり得るのである。 

欧州連合（EU）や日本など多くの先進国では、慎重に選定された規制体系、コンプライアンスのイ

ンセンティブ、コンプライアス違反に対する罰則を基盤とした、確立された包括的な ELV 枠組みが

整備されている。これらは ELV に特化した作業部会、タスクチーム、または組織の監督による強力

な実施・執行により支えられている。長年にわたる成功裏の実施を経て、これらの国・地域では

85％を超える ELV 回収率を達成している。 ブラジルやインドなどの一部発展途上国は、先進国に急

速に追いつくことを目指している。これらの国々は、特定の規制をターゲットに設定することから
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ELV 政策の実施を開始し、その後パイロット計画を展開して実施の効率性と有効性を検証する手法を

取っている。ELV 政策は通常段階的に進化するが、全ての政策に共通する要素も存在する。すなわち

国際的な取組は、一貫性のある ELV 政策を構成する要素について明確な枠組みを提供していると言

える。  

共通する要素には以下が含まれる。 

a) ELV、役割、執行を定義する法的拘束力のある枠組み 

b) ELV 解体業者による CoD（a ）発行と連動した車両登録抹消（これにより ELV が認可解体業

者などの認定処理施設（ATF）へ確実に流れることを保証する） 

c) 事業者の認可、事業者基準の設定、及びデジタル ELV データシステム（可能であれば国の車

両データベースと連携）による汚染物質管理、安全な解体、監査可能な資材フローの保証 

d) 明確な実績目標（再利用／リサイクル／資源回収）の設定と、既存の州・国家目標（雇用創

出、CO₂換算排出量削減、廃棄物削減、資源回収など）に沿った関係当局・部門への定期報

告。 

政府の介入は、ELV の持続可能かつ規制された管理を確保する上で鍵となる。したがって、この介入

を導く ELV 政策の策定が極めて重要である。ELV 規制は通常、国レベルでの車両フリート管理、循

環型経済の責任、自動車市場・生産政策、環境配慮型車両廃棄など複数の政府部門にまたがるため、

協調が不可欠である。  

以上を踏まえ、経済産業省（グローバルサウス未来志向型共創等事業）からの受託事業として、南ア

フリカの自動車産業分析に強みを有する現地コンサルティング会社 B&M Analysts を起用して、南ア

フリカの ELV の現状を調査し、その結果を実践的な提言とすることで、正式な ELV 政策枠組みの策

定と実施を促進することを目的に本報告書を作成した。まず、車両保有台数の規模、現在の ELV フロ

ー、及び ELV 政策実施の環境・安全・経済的影響を評価した上で、現状維持から ELV 政策の迅速な

策定・展開に至る 4 つのシナリオの下で評価を行った。 また、登録抹消、追跡可能性（トレーサビリ

ティ）、処理基準、インセンティブに関する規制・制度・市場のギャップを特定し、EU、日本、イン

ド、ブラジル、マレーシアにおける実証済みのアプローチをベンチマークとして提示した。 なお、

ELV バリューチェーンで回収される ELV 台数の予測（図 2）等のデータ推計は BMA による。 

この分析に基づき、本報告書は南アフリカ向けに以下の要素を含む一連の政策提言を提案した。(a) 

廃車証明書（CoD）連動型登録抹消制度、(b) 一定の頻度の義務的車両技術検査、(c) 自動車解体業者

（ATF）の免許・基準、(d) デジタルデータシステム、(e) インセンティブと執行体制、(f) ELV を対象

とした拡大生産者責任（EPR）制度。 さらに、正規産業のための環境整備に関する提言、測定可能な

 

a 廃棄証明書とは、車両が耐用年数を迎え正式な汚染除去・解体工程に入ったことを ATF が発行する

公式（理想的にはデジタル）記録である。これにより車両登録簿（例：eNaTIS）において VIN の永久

登録抹消がなされ、将来的な道路での使用や再登録が防止される。 
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目標の設定、段階的な実施ロードマップを提供した。要するに、南アフリカに環境面・安全面・経済

面で価値をもたらすような、信頼性が高く執行可能な正規 ELV 枠組みの設計・実施に向けた、意思決

定のためのガイドを提供することを目的としている。 
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2 南アフリカにおける ELV 政策の重要性 

南アフリカの現行 ELV（廃車）システムは、もはや国内の廃棄物問題や道路安全の問題にとどまらな

い。主要な輸出先市場、特に EU が車両ライフサイクル全体にわたる循環性規制を強化していること

から、輸出競争力確保の要件として、その重要性が急速に高まっている。 南アフリカが信頼性のあ

る ELV システム（車両の追跡可能性、認可処理施設の処理能力、再生材料の供給を含む）を構築し

なければ、最重要自動車輸出地域における優遇アクセスや顧客としての適格性を失うリスクに直面す

る。 

したがって本節では以下を説明する。 

• 外部規制要因（EU の自動車循環性・ELV 規制） 

• 南アフリカの欧州／EU への輸出依存度、 

• ELV システムが産業発展とアフリカのリーダーシップにとって戦略的機会である理由 

2.1 輸出に関する大きな警鐘：EU の自動車循環性規則強化 

EU は、従来の ELV 規則及び「3R 型式認証」規則に代わる新たな枠組みを最終調整中である。この

単一規制は、設計、生産、使用段階における部品管理、および使用済み処理を包括的にカバーする。 

この枠組みで変更される主な要素は以下の 3 点である。 

1. 新車への再生プラスチック含有義務が段階的に導入される。暫定合意では、新規車種は規則

発効後 6 年以内に再生プラスチックを最低 15％含有し、10 年以内に 25％へ増加させる必要

がある。一定割合は「クローズドループ」源（ELV や使用中部品から回収されたプラスチッ

ク）由来でなければならない。3 

2. 本規制は、ELV のフローの追跡可能性と管理を強化し（いわゆる「行方不明車両」問題に対

処）、認可された処理と監査可能な材料フローの必要性を再確認する。4 

3. また、EPR の論理をライフサイクル全体の成果に拡大・運用化する（新車製造時の設計要件

と ELV の処理性能を直接リンクさせる）。5 

2.2 南アフリカ輸出業者にとっての重要性 

南アフリカの自動車メーカーは EU 市場を含む OEM バリューチェーンや消費者市場向けに車両を販

売している。これら EU 向け市場では、循環性に関する実績が文書として示されていることや、再生

材の使用率が検証可能であることが、コンプライアンスの重要な要件としてますます重視されてい

る。そのため、再生ポリマーの使用、解体工程の品質、ELV の追跡性などの実績を証明できない場

合、南アフリカは以下のような様々なリスクに直面する。 

1. EU サプライチェーンにおける車両モデルの適格性喪失、 

2. 非関税障壁（文書化、型式承認、調達規則） 

3. 循環型供給を実証した競合他社（特に再生プラスチック分野）による市場シェアの置換 
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2.3 南アフリカのリスク要因：欧州/EU が主要な自動車輸出地域 

南アフリカの自動車産業は、構造的に輸出志向である。2024 年の自動車輸出総額は 2,688 億ランド

6  。うち欧州/EU（英国を含む EU 圏として整理）向けは 1,567 億ランド7  で、自動車輸出総額の

58.3%を占めた。 南アフリカから輸出される車両の約 4 分の 3（75.7%）が欧州向けである（8 ）。こ

れは、EU の循環性要件が強化されれば、その影響は軽微ではないことを意味する。南アフリカの自

動車輸出収益の大半が影響を受けるからである。 

欧州が主要な輸出先であるため、リサイクル素材の供給と廃棄物追跡を可能にする ELV システムを構

築できない場合、南アフリカの自動車製造基盤（およびそれに依存する広範なサプライヤーエコシス

テム）にとって、体系的な競争力リスクとなり得る。 

2.4 EU 規則が南アフリカの「必須要件」となる理由 

EU の循環性要件は、サプライチェーンを逆方向に遡及するため単なる「EU 域内の問題」ではな

い。例えば、 

1. EU 規則は、トレーサビリティと ELV の適正管理を前提に、循環性及び再生材含有量（特に

プラスチック）の最低要件を定めている。 

2. これに対し、グローバル OEM メーカーはポリマー原料の仕様をさらに厳格化し、検証済み

の再生材含有率と、監査可能な調達プロセスを求めている。 

3. 輸出国は、適合した再生材料を供給できる信頼性のあるシステムと、使用済み段階での処理

実績（トレーサビリティ、認可施設、データ完の全性）を証明しなければならない。 

輸出国がこうした要件を実証できない場合、どの国／工場がどの車種を製造するかといったプラット

フォーム配分や調達の意思決定は、要件への適合を実証できる地域へと移行してしまう。 

南アフリカは現在、包括的な ELV 枠組みを欠いており、ELV の流れの大部分は依然として非公式な

チャネルに依存している。政策が整備されない限り、同国は、輸出市場が要求するペースで、コンプ

ライアンスに準拠したプラスチック回収を拡大し、監査可能なトレーサビリティを提供することがで

きないリスクに直面している。 

2.5 リスクを超えた ELV 政策：産業発展の推進力 

輸出リスクが最も差し迫った「喫緊の課題」である一方、国内開発におけるプラスの効果は極めて大

きい。本報告書の補足分析における影響モデリングは、ELV 政策の迅速な実施が経済・社会・環境全

体に測定可能な利益をもたらし得ることを示している。 

• 経済効果：新車販売を押し上げ、シナリオによっては数億ランド規模の累積効果見込み。 

• 雇用と包摂性：年間平均約 10,314 人の雇用を維持（2025～2050 年）、若年層の積極的参画

が期待されるほか、賃金収入・税収の増加にも寄与。  
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• 環境面：2050 年までに埋立処分される自動車廃棄物を約 420 万トン削減。材料リサイクル

とバージン素材の新規生産の抑制により約 1,260 万トン CO₂相当の排出を回避。  

これらは抽象的な利益ではない。産業のレジリエンス、安全なモビリティ、高付加価値の循環型製造

活動（解体、選別、ポリマー回収、認証済み再生原料、コンプライアンス）への移行を直接的に後押

しする具体的な利益である。  

2.6 結論 

南アフリカの ELV 政策は戦略的に必要であり、以下の二つの利益を同時にもたらす。 

1. 南アフリカ最大の自動車輸出先である欧州/EU 向け輸出の保護及び将来への備え 

2. 国内産業の発展、正規雇用の創出、道路の安全性向上、埋立負荷の軽減、そしてアフリカの

循環型経済におけるリーダーシップ基盤の確立 

対応が遅れると、南アフリカ国内のシステムが対応できる速度を超えて、輸出市場や OEM によって

外部からコンプライアンス要件が設定される可能性が高まる。その場合、本来は管理可能なはずであ

った ELV 制度への移行が競争力への衝撃へと転じ、南アフリカ自動車バリューチェーンの上流・下

流の両セグメントに重大な負の影響を与えかねない。 
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3 背景及び既存 ELV エコシステムの概要 

本節の目的は、ELV バリューチェーンとその主要プレイヤーの概要を簡潔に説明し、南アフリカにお

ける ELV 管理の実態を分析することである。 

3.1 ELV バリューチェーンのマッピング 

典型的な ELV バリューチェーンは、図 1 に示されている。上流では、ELV の回収と登録に関わるプレ

イヤーが存在する。中流プロセスでは、車両の汚染物質除去と部品・有価（または環境有害）資材の

取り外しが行われる。下流では、残存する ELV 廃棄物が処理され、シュレッダー処理されるか、再製

造や再利用の可能性を視野にリサイクルされる。 

図 1 . ELV バリューチェーンマップ 

 

出典: Li 他 (2021)9 
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南アフリカの ELV バリューチェーン各セグメントの機能と主要プレイヤーは、表 1 のとおり。 

表 1 ．南アフリカ ELV バリューチェーンのセグメント 

セグメント 機能 主要プレイヤー 現状（課題） 理想的な将来像（ELV 政策の成果） 

登録抹消と回収 保有車両台数からの ELV

の物理的・デジタル的除

去 

登録機関、保険会社、レ

ッカー業者、自治体、警

察機関。 

• 事故損傷車や老朽車が多数登録されたまま安

全の保証なく道路網に再流入している。 

• ELV 判定が誤分類（コード 3 ではなくコード

2）され、安全でないまま中古車市場に流入し

ている。 

• 保管管理体制の脆弱さと CoD 連動登録抹消義

務の欠如により、車両が非正規ルートに流出し

ている。 

 

• 安全基準を満たさない車両は正式に ELV 登録さ

れ、CoD を通じて道路から永久に排除される。 

• 明確で法的に強制される ELV コード階層が適切な

分類を保証する。 

• 透明性のある所有権移転管理：レッカー業者、保

険会社、SAPS、ATF が AutoCV（南アフリカの車両

データ管理プラットフォーム構想）を介して連携

し、エンドツーエンドのトレーサビリティを実現。 

前処理／汚染除去 有害な液体、ガス、材料

（燃料、オイル、冷却

液、ブレーキ液、バッテ

リー、エアバッグ）を除

去する。  

解体業者及び ELV 処理業

者。 

• 有害液体（燃料、オイル、冷却液、ブレーキ

液）や部品（バッテリー、エアバッグ、冷媒）

は、安全でない方法で除去・廃棄されることが

多い。 

 • 初期段階の ELV 処理は非正規の解体場が主

流で、環境基準が遵守されていない。 

• 全ての ELV は、環境・安全基準を満たす認可 ATF

（自動車解体施設）で義務的な汚染物質除去を受け

る。 

• 適切な設備と訓練を受けた技術者が、液体・ガ

ス・バッテリー・エアバッグの基準適合除去を保

証。 

• 土壌汚染、火災リスク、有害廃棄物の不法投棄を

低減。 

 

分解・解体 再利用または再販のため

に、スペアパーツ、タイ

ヤ、エンジン、その他の

貴重な部品を回収する。 

解体業者及びサルベージ

事業。 

• 非正規の解体では、安全でない部品剥離、部

品損傷、盗難関連活動が発生する。 

• 回収部品は、テスト、記録、トレーサビリテ

ィが欠如していることが多々ある。 

• 高価値部品が規制のない現金市場に流出す

る。 

• 認可を受けた ATF（自動車解体業者）が訓練を受

けたスタッフにより解体を実施。 

• 回収された部品にはトレーサビリティと品質保証

が付与され、独立系アフターマーケット（IAM）市

場での安全な再利用を可能にする。 

• AutoCV によるデジタル報告で透明性を確保し、違

法取引を削減。 
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シュレッディング

（破砕） 

鉄鋼、アルミニウム、銅

などの鉄金属及び非鉄金

属を回収。非金属成分か

ら金属を分離し、リサイ

クル用に金属を準備。 

金属スクラップ業者、シ

ュレッダー業者、リサイ

クル業者、製錬所、資材

輸出業者。 

• 正式な回収率が低いため、シュレッダーは

ELV 由来の限られた流入量で稼働。 

 • 不十分な事前選別、汚染、非正規競争により

金属回収率が低下。 

 • 高価値成分は 国内循環型バリューチェーン

に貢献せず輸出される傾向。 

• 正式な回収が増加すると、ELV 原料が大幅に増

加。 

 • 高品質な前処理により金属回収率が向上し、鉄

鋼・非鉄金属ストリームの純度が高まる。 

 • 安定供給は国内リサイクル・製錬を促進し、地域

の工業化を支える。 

リサイクル 分別されたストリームを

二次原料へ転換。 

  

製鉄所・鋳造所、二次非

鉄金属製錬所、貴金属精

製所、プラスチックリサ

イクル業者、ゴム再生業

者、ガラス加工業者、認

定電池リサイクル業者、

電子廃棄物リサイクル業

者。 

 
 

• 地域産業への二次原料の流れは不安定であ

り、リサイクル業者は ELV の供給が不規則であ

ることに直面している。 

• 有害物質（例：電池）はしばしば非正規でリ

サイクルされるか、安全でない方法で輸出され

る。 

• プラスチック、発泡体、複雑な複合材料の現

地処理能力は限られている。 

• ELV 由来材料の安定供給が製鉄所、鋳造所、アル

ミニウム／銅製錬所、プラスチックリサイクル業

者、貴金属精製業者を支える。 

 • バッテリー、触媒コンバーター、プラスチック、

ゴムのリサイクルは、認可を受け環境基準に適合し

た施設で運営される。 

 • 地域の循環型経済における雇用と産業能力の増

加。 

 

再販 回収された部品や材料

は、車両での再利用や他

産業向けに販売される。 

独立系アフターマーケッ

ト（IAM）小売業者／卸

売業者、オンラインマー

ケットプレイス、部品再

製造業者、金属スクラッ

プ業者、資材取引業者。 

• 中古部品市場は非正規業者が支配的。  

• 部品の品質・安全性にばらつきが大きく、マ

ニュアル化やテスト基準がない。  

• トレーサビリティの低さから盗難・違法部品

取引が継続。 

• 認可事業者及びオンライン/小売チャネルを通じ

て、認証済みで追跡可能かつ検査済みの中古部品が

入手可能。  

• 供給が安定するにつれ価格競争力が増す。  

• AutoCV 追跡システムと ATF ライセンス制度によ

り盗品部品市場が縮小し、消費者信頼性が向上。 

 

残留廃棄物 リサイクルされない材

料、すなわち自動車破砕

廃棄物管理会社、自治

体、埋立施設運営者。 

•自動車破砕残さ（ASR）は主に埋立処分され

る。専門的なリサイクル技術の欠如。  

• ELV のプラスチック、発泡体、繊維は埋立地

の負荷を大きく増加させる。 

• 残留廃棄物ストリームは、分別改善と新規リサイ

クル投資により最小化される。 

• ASR 研究・実証プロジェクトは新興技術を支援す

る。 
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残さ（ASRb ）を管理。

特定のプラスチック、発

泡体、繊維などが該当。 

• 自治体及び認可廃棄物事業者は残留物を安全かつ

透明性をもって管理する。 

 

b 

ASRはプラスチック、ゴム、繊維、ガラス片、発泡材、粉塵で構成される。ASRはリサイクルが困難で従来は埋立処分されてきたが、新技術により材料回収率とエネルギー

利用効率の向上が可能となっている。EUは、ELVの総材料量の 15～35％を占める ASRのリサイクルを義務付ける新法を制定中である。ASRがリサイクルされれば、ELVの

回収率は国際的なベストプラクティス基準である 85％を超えることが可能となる。 
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3.2 南アフリカにおける ELV の現状 

南アフリカの自動車保有台数は 2050 年までに約 1500 万～1600 万台に達すると予測されているc 。

自動車保有台数の増加に伴い、耐用年数に達する車両数も増加し続ける。 ELV の正式な回収率が現在

の 3.5％のまま維持された場合においても（現在、ELV の 3.5％が正式なルートを通じ、残りの 96.5％

が非公式ルートを通じているd ）、解体・リサイクルが必要な ELV の数は 2050 年までに約 14,600 台

に達する見込みである。 正式な ELV 政策の実施により、これらの数値は劇的に増加する（図 2 。4 つ

の政策実施シナリオ下での影響を説明する第 3 節を参照）。 

図 2 .現行政策環境下及び迅速に政策を実施した場合の南アフリカの正式な ELV バリューチェーンで回収される

ELV 台数の予測増加（2026-2050 年） 

 

現在、南アフリカの ELV のうち正式な ELV バリューチェーンに入るのはごく一部に過ぎない。南ア

フリカには正式な ELV 政策が存在しないため、現在の ELV 管理は非協調的であり、経済的・社会

的・環境的利益が失われている。ELV は正規の解体業者と非正規業者の双方によって部品取りのため

に解体される。しかし、非正規・正規の事業者間及び事業者内でさえ、汚染物質除去は一貫して行わ

れておらず、有害な液体類は地域の環境要件に従って管理されていない。 中古自動車部品市場は特

に非正規市場が強く、部品・タイヤ・バッテリー再販を支配しているが、品質管理はほとんど行われ

ていない。経済的価値のない車両は頻繁に放棄され、環境・安全上のリスクを生み出し、電子国家交

 

ceNaTIS（2016-2024 年）に基づき、年率 1％の成長率で将来予測を実施 

d BMA による 2025 年時点のモデリング 
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通情報システム（eNaTIS）上に「ゾンビカー」を残す。現在、解体からシュレッディング・リサイ

クルまでの ELV 処理をモニターする追跡システムは存在しない。 
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3.3 ELV 関連の規制・制度的状況 

表 2 は、南アフリカの主要な ELV 関連政策を所管当局と関連付け、ELV 管理におけるその重要性を説明する。政策の対象は環境規制（国家環境管理法、廃

棄物法、生産者責任制度及び主要な規範・基準）、車両ライフサイクル規制（道路交通規則）、市場健全性・トレーサビリティ（中古品法）、南アフリカの国

際化学物質義務（ストックホルム条約）に及ぶ。 

表 2 . 南アフリカにおける ELV 管理に関連する政策及び枠組み 

法令  主導機関 ELV にとって重要な理由 現行法の不備 追加すべき事項 

国家環境管理法（NEMA）、1998 年

（1998 年法律第 107 号） 

DFFE 包括的な「注意義務」と法的原則を設定。

コンプライアンス指令、修復責任を可能と

する。 

ELV に関する具体的な執行の引き金と

なる規定がない。車両ライフサイクル

における注意義務が運用化されていな

い。 

ELV に関する明示的な規定を導入；ATF の責任を定

義；検査官に ELV 特化の制裁権限を付与；AutoCV デ

ータをコンプライアンスの証拠として組み込む。 

国家環境管理：廃棄物法（NEM:WA）、

2008 年（2008 年法律第 59 号） 

DFFE 廃棄物管理の中核的枠組み。指定活動、許

可、規範・基準、保管・処理・選別・破砕

に関する具体的措置。 

ELV の定義なし。ATF が正式に認定さ

れていない。汚染除去の義務化なし。

執行状況にばらつきあり。 

「使用済み自動車」の法的定義を導入。ATF を指定廃

棄物管理活動として分類。汚染除去基準を義務化。車

両識別番号（VIN）連動型廃棄物報告を義務化。 

EPR 規則、2020 年（政府公報 43879

号、2020 年 11 月 5 日付 GN 1184）＋

2021 年改正（政府公報 44078 号、2021

年 1 月 15 日付 GN 20）。 

DFFE 優先製品（ELV 関連：油、潤滑油、バッテ

リー、一部部品）に対する生産者責任制

度。登録、目標、報告。 

車両全体を優先製品として分類してお

らず、ELV 向け PRO が存在せず、VIN

連動追跡機能がない。 

車両全体を優先製品として追加。ELV 専用の PRO 義務

を確立。OEM に回収目標の達成を義務付け。AutoCV 

ベースのマスバランシングを統合。 

国家規範及び及び基準：自動車のスクラ

ップ/回収（GG 37087、2013 年 11 月 29

日付 GN 925）。 

DFFE ELV の汚染物質除去、部品取り外し、液体

/バッテリーの取り扱いに関する施設の設

計・運営を規定。500m²以上の施設に適

用。 

500m²以上の施設にのみ適用。技術基

準が時代遅れ。免許制度との連携な

し。 

対象となる ATF の規模をすべてに拡大。国際的な ELV 

基準との整合。ATF ライセンス制度との統合。AutoCV 

への汚染除去手順の報告義務化。 

国家規範・基準：廃棄物の保管（GG 

37088、2013 年 11 月 29 日付 GN 

926）。 

DFFE 廃棄物（ELV 流体、バッテリー、残留物を

含む）の一般的な保管基準を設定。 

ELV のリスクに適合していない。CoD

や ATF プロセスとの連携がない。デジ

タル報告要件がない。 

ELV 固有の保管要件（液体、バッテリー、エアバッ

グ）を追加。保管有害物質のトレーサビリティを義務

化。廃棄物排出物の AutoCV 報告を義務化。 

国家基準・規格：一般廃棄物の選別・破

砕・粉砕・砕石・選別・梱包（GN 1093 

in GG 41175、2017 年 10 月 11 日）。 

DFFE ELV 関連の選別・シュレッダー処理を含

む、資源回収施設の業務を標準化。 

ELV は独立した廃位物ストリームとし

て扱われていない。VIN 連動管理な

し。シュレッディング前の漏洩リス

ク。 

シュレッダー業者に対し、有効な CoD を提示した ELV

のみを受け入れるよう義務付け。VIN→質量収支追跡を

施行。ELV 固有の汚染防止要件を含める。 
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国家道路交通規制（1996 年 NRTA 93 に

基づく）。 

DoT / 

RTMC 

車両が「恒久的に解体済み／使用不能」と

して登録抹消される時期を規定。 

CoD の義務化なし。物理的破壊とデジ

タル登録抹消の連携が不十分。サルベ

ージコードに一貫性がない。 

CoD 連動の登録抹消を義務化。サルベージコードの改

訂。VIN 連動の写真証拠を要件化。AutoCV 通知を

eNaTIS に統合。 

中古品法、2009 年（2009 年法律第 6

号）及び販売業者・リサイクル業者に関

する規則（2012 年 4 月 3 日付政府公報

第 35220 号 GN 285、その後の改正）。 

SAPS スクラップ業者／リサイクル業者を認可

し、登録とトレーサビリティを義務付け

る。これは ELV スクラップの流れにとって

極めて重要。 

ATF と一般スクラップ業者を区別せ

ず。紙ベースの登録簿。SAPS の執行

能力が低い。 

専用の ATF 免許カテゴリーを創設。AutoCV と連動し

たデジタル登録簿を義務化。リスクベース検査を実

施。SAPS 盗難車両データと統合。 

残留性有機汚染物質（POP）に関するス

トックホルム条約。 

DFFE POP の除去と健全な管理を要求。車両部品

のプラスチックにおける PBDE（ポリ臭素

化ジフェニルエーテル）の使用を制限。 

POP 含有 ELV 材料に対するスクリーニ

ング制度なし。処分経路が不明確。 

汚染除去作業中の POP スクリーニングを義務付ける。

バーゼル条約の管理下での安全な廃棄または輸出を義

務化。専門的な POP 処理施設への資金提供を行う。 

 

表 2 で強調されているように、ELV 関連規則は現在、複数の法律や機関に分散している。統一された ELV 中心の政策枠組みがなければ、南アフリカは EU

や日本のような一貫した ELV 制度から得られる利益——強化された執行、コンプライアンス遵守のバリューチェーン、投資家の確実性、道路安全の向上、

環境被害の低減——を享受できないだろう。
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4 既存 ELV バリューチェーンの課題 

南アフリカの ELV バリューチェーンは、規則の断片化、基準適合 ATF の不足、インセンティブの欠

如、執行力の弱さ、データ/トレーサビリティの不備によって阻害されている。これらの弱点が相ま

って、追跡不能な ELV 及び部品の移動、非正規取引、安全・環境リスクを助長している。 弱点と関

連する結果は、表 3 に記載されている。また、正式な経路を通じた ELV の流れを加速し、経済的価値

の増大を捉えつつ、道路安全と環境利益を向上させるための各機会も示されている。 

表 3 . 既存の ELV バリューチェーンが直面する課題（5 つのテーマ別に分類） 

テーマ 課題 原因 結果 機会 

立法・規制環境 監督体制の分断化。ELV

の誤分類。任意（義務

ではない）登録抹消。

eNaTIS における CoD

トリガーの欠如。 

立法・規制上の

空白。 

ELV 及び部品の移動を

追跡できない。非正規

取引が蔓延。説明責任

の欠如。 

国レベルでの ELV 政策枠組み

の草案作成。CoD 連動型登録

抹消の義務化。定期的かつ義

務的な車両検査。 

インフラ、技能

及びシステム開

発 

認可された ATF（自動

車解体業者）がまばら。

汚染物質除去／シュレ

ッディングが限定的。

ASR（自動車解体残渣）

の大部分が埋立処分。 

ELV を正式に管

理するための十

分なインフラと

システムが不

足。 

正式な処理チェーンにお

ける知識・能力不足と

限定的な機能。 

事業者の免許・認証、事業正

規化とコンプライアンス支

援。金融システムへのアクセ

ス。非正規セクターの意見の

反映。官民連携（PPP）支

援。人材育成パイプラインの

構築。 

 

インセンティブ

と市場メカニズ

ム 

事業者のコンプライア

ンスコストを相殺するイ

ンセンティブや、ELV 所

有者を正式な流通経路

へ誘導するインセンティ

ブがない。 

市場インセンテ

ィブ構造の欠

如。 

正規の ELV 経路への誘

導が不十分。非正規市

場が価格決定権を保

持。 

排出量削減（CoD）連動型

ELV 補助金。拡大生産者責任

（EPR）クレジット／課徴

金。コンプライアンス事業者

向け差別化料金／付加価値税

（VAT）軽減の導入。 

制度的能力とガ

バナンス 

不安全な解体。不十分

な汚染物質除去。走行

不適格車両の再流通。

州ごとに異なる運用。 

執行力と制度的

能力の弱さ。 

権限の分散。狭い検査

対象範囲。予算・技能

の制限。汚職リスク。 

主要関連機関による ELV タス

クチームを設置し、モニタリ

ング・執行・コンプライアン

ス体制を構築。 

データ、トレー

サビリティ、報

告 

情報の非対称性。最初

の引取業者（例：統合

レッカー事業者）が条

件を設定。 

単一で透明性の

ある ELV データ

システムが存在

しない。 

事実上の独占状態が継

続。ELV/部品の流れの

可視性が限定的。執行

分析が脆弱。 

eNaTIS/保険会社/オークシ

ョンと連携した「VIN→ 

CoD」デジタル登録簿を構

築。報告の義務化。オープン

型ダッシュボードと監査履

歴。 
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5 ELV 管理における国際的なベストプラクティス 

主なポイント： 

• EU は包括的な ELV 政策の価値を実証している。  

• 日本は、中央集権的な管理、関係者の連携、電子マニフェストシステムを通じて効果的な

ELV ガバナンスのモデルを提供している。 

• ブラジルは、解体業者への免許義務化や部品追跡など、ELV に間接的に関連する政策が、車

両盗難の減少など社会にとってプラスの成果をもたらすことを示している。 

• インドは、資源が極めて限られた環境下で、ELV 政策管理がどのような利点をもたらすかに

関し、貴重な知見を提供している。インドは 2005 年の ELV 制度導入から始まり、2025 年に

EPR 制度を導入する段階的な政策開発プロセスを通じて達成した。 

• マレーシアにはまとまりのある ELV 政策がなく、ELV の回収は依然として大部分が非正規か

つ材料回収レベルは低く、安全及び環境基準の遵守も不十分であり、包括的な国家政策が欠

如の悪影響が浮き彫りになっている。 

南アフリカについて、EU、日本、ブラジル、インド、マレーシアの 5 つの比較対象国・地域とベン

チマーク比較を行った。ELV 管理に直接的・間接的に影響を与える主要な法令は、各国ごとに下表

（表 4 ）に示すとともに、ELV 政策の進化過程の概要もまとめている。 最後に、ELV 政策または関

連政策の影響を提示し、政策が ELV 回収率の向上をいかに促進するかを示している。すなわち、正

式な ELV 政策枠組みが存在しない状況下での ELV 回収の現状に関する詳細を示したものである。 
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表 4 . 南アフリカと 5 つの比較対象経済圏における ELV 政策の比較 

国または地域 主要な法令 政策の変遷 ELV 回収の現状と関連する影響 

EU 

 

ELV 指令 2000/53/EC10  2000 年以降、包括的な ELV 枠組みを構築。2005 年にリ

サイクル義務化を拡大11 。 2023 年に全車種へ拡大、再生

プラスチック含有率を義務化、デジタル車両パスポートを

導入規制案12 . 

>88.3%のリユース/リサイクル率（目標 85%以上）13 。 

埋立地のひっ迫緩和14。2035 年までに 22,000 人の新規

雇用創出見込み15 。年間 52 億ユーロの便益（うち CO₂

削減コスト回避分 28 億ユーロ含む）。年間約 1,280 万ト

ンの CO₂排出削減16 . 

日本

 

自動車リサイクル法（2005 年）17 、 

廃棄物処理法（1970 年）e; 18 、循環

型社会形成推進基本法（2000 年）f;  

19 

2005 年以降の ELV 枠組み。包括的な EPR 制度導入20 、 

エアバッグ・シュレッダーダスト・フロン類のリサイクル

義務化21 、新車購入者が将来の廃車処理費用を前払い

22 、電子システムによるトレーサビリティ確保23。 

~99% ELV 回収率24 。日本市場全体で 600 万トンの CO₂

削減25。金属・プラスチックの高回収率（ASR 回収率

85%超26 )。2019 年末時点で、日本国内に約 13,606 の

ELV 回収業者、3,367 の解体業者、913 のシュレッダー

業者27 。 

ブラジル

 

国家固形廃棄物政策（2010 年）

g,28。 解体法（2014 年）h,29 。

MOVER グリーンモビリティ・イノベ

ーション法（2024 年）i,  30 

固形廃棄物政策によりリバースロジスティクスが導入

31 。 解体法により解体業者が規制32 、盗難防止対策と連

動。MOVER 法は車両排出ガス／グリーンモビリティに焦

点を当て、間接的に ELV 効果をもたらす33。 

車両盗難の減少（サンパウロ州で 8％減）34。規制対象

自治体で保険料が 16％低下35 。解体業の段階的な正規

化36 。 

 

e 日本の廃棄物処理法は、許可、トレーサビリティ、汚染防止を規定する総合的な廃棄物ガバナンスシステムを創設し、ELV 管理に影響を与えている 

f 日本の基本法は、3R 原則（削減、再利用、リサイクル）、EPR、循環指標を組み込み、日本の ELV リサイクル制度の戦略的政策基盤となった。 

g ブラジルの総合的な廃棄物管理枠組みを確立し、自動車メーカーを含む製造業者に拡大生産者責任（EPR）と「リバースロジスティクス」義務を導入。これにより ELV などの消費後製品の適切

な回収・処理を確保。 

h ELV の解体を規制し、認可事業者の義務化、国家車両登録システムとの連携、部品・材料のトレーサビリティを要求することで、違法解体を防止し、車両部品の再利用・リサイクルを正規化。 

i 新車の再生材使用率の向上を義務付け、循環経済義務を拡大し、税制優遇やイノベーション支援を通じて自動車メーカーに ELV 由来材料の統合を促すことで、自動車政策と気候変動目標を連携

させた。 
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インド

 

AIS-129 リサイクル性基準（2015

年）j,37、車両スクラップ政策（2021

年）k, 38 、環境保護法（2025 年）l,39 

自主的なリサイクル基準から開始。2021 年に ELV インセ

ンティブを導入。2025 年に資源回収目標を伴う義務的な

EPR 枠組みへ移行40。中央ポータル及び登録車両解体施設

を設置。 

ELV インセンティブによる車両更新促進41 。課題として

は、ELV インフラの不足、国民の認知度、執行の不統

一。デジタルリテラシーやインターネット環境を持たな

い個人を排除する恐れがある電子納税システムへの懸念

42 。 

南アフリカ

 

国家道路交通法（1996 年）m,43 、国

家環境管理法（1998 年）n,44、廃タイ

ヤ管理計画（2024 年）o,45 、炭素税法

p,46, 

タクシー再資本化計画と連動した ELV 制度の試験導入

47 。包装材及び一部資材向けの EPR 制度は導入済みだ

が、車両向けは未導入48 。 廃タイヤ管理計画は現在見直

し中49。 

包括的な ELV 政策がない現状では、正式な ELV 回収率

は 3.5%と推定。非正規部門が支配的。正式な材料回収

率は低く、材料リサイクル率も低い50 。  

マレーシア

 

国家自動車政策（NAP2009）51、環

境品質（指定廃棄物）規則（2005

年）52 

2009 年、強制検査の取組は国民の反発を受けて撤回53 。

NAP2014 及び NAP2020 はアフターマーケットとリサイ

クルを強調したが、義務化には至らず54 。2022 年研究コ

ンソーシアムが ELV 構想を策定中（未確定）55 . 

構造化された ELV 回収システムが存在せず、正規解体業

者の認定は始まったばかりで非正規解体業者への依存が

続いているため、これまでのところ経済的・社会的・環

境的影響は限定的56 。 

 

j 自動車向けの 3R 基準を、当初は自主的ガイドラインとして設定。 

k 2021 年自動車 ELV 政策では、預託証明書（CoD）割引、自動車税減免、登録料免除などのインセンティブを導入し、旧車の ELV を促進。 

l 拡大生産者責任（EPR）の義務化目標を導入し、追跡と順守のための中央ポータル及び登録自動車 ELV 処理施設を要求。 

m ELV に明示的に言及していないものの、同法は車両規制と走行適格性の基盤を提供し、あらゆる ELV・更新プログラムの基礎となる。 

n  包括的な環境枠組み法であり、汚染者負担原則と注意義務原則を確立し、意思決定における持続可能な開発を要求。廃棄物、水質、大気質を規制する法律を含む、すべての特定の環境管理法

（SEMA）の基礎を提供している。 

o 車両ではなくタイヤに焦点を当てているものの、この計画は廃棄物処理の流れを正式化し、将来の ELV システム開発に必要な処理インフラを拡大するという南アフリカの広範な意図を反映して

いる。 

p ELV からの材料リサイクル促進と製造工程における再生材使用を間接的に奨励する。これにより新規生産に伴う炭素排出を回避し、前年度（1 月 1 日～12 月 31 日）の納税者負担となる炭素税を

低減する。 
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ELV 政策のベンチマーキング調査から、万能なアプローチは存在しないものの、南アフリカにとって

有益な横断的教訓が明らかになった。EU の包括的規制枠組みからインドの段階的アプローチまで、

多様な政策の例は、ELV 政策の成功が政策手段と現地の制度的実態、ステークホルダーの力学、社会

経済的優先事項との整合性に依存することを示している。 南アフリカにとっては、中核的な国際的ベ

ストプラクティスを活用しつつ、国内の能力基盤に根ざし、国内の開発課題に対応する ELV 政策を構

築することを意味する。慎重に順序立てられ、協調的で状況に配慮したアプローチこそが、最も持続

可能で包摂的な成果をもたらす可能性が高い。  

南アフリカへの示唆 

1. 対象を狭く設定し、段階的に拡大する 

他国の例から、効果的な ELV 政策が最初から包括的枠組みとして始まることは稀である。EU は基本

定義とリサイクル目標から始め、その後プラスチック、デジタルパスポート、新型車両へと対象を拡

大した。インドの取り組みはスクラップ制度から始まり、段階的に完全な EPR システムへと移行し

た。南アフリカにとっての教訓は明確であり、管理可能な中核（例：CoD 連動登録抹消、ATF ライセ

ンス）から始め、能力向上に伴い段階的に拡大することである。 

2. インセンティブと執行を連動させる 

インセンティブだけでは不十分であり、報奨を伴わない厳格な執行は反発を招くリスクがある。成功

する制度は両者を組み合わせている。すなわち、ELV 補助金、手数料免除、税制優遇措置が順守を促

し、罰則と厳格な検査が違反を取り締まる。南アフリカは、公衆と産業界の支持を維持しつつ車両更

新を加速させるため、このバランスを慎重に調整する必要がある。 

3. 中央集権的なデータシステムの構築 

ELV の追跡可能性は国際的なベストプラクティスの基盤である。日本や EU などの国・地域は、車両

の登録抹消、解体、部品回収、リサイクルを連携させる統合デジタルプラットフォームに依存してい

る。透明性のあるデータフローがなければ、ELV 回収率のモニタリング、基準の執行、不正の削減は

不可能である。南アフリカは、信頼できる政策枠組みを支えるため、eNaTIS と連携したデジタル

ELV 追跡システムを確立する必要がある。 

4. 非正規セクターの統合 

南アフリカの現行 ELV 分野では非正規事業者が支配的である。国際的な事例から、非正規事業者を無

視することは政策効果を損なうことが示されている。代わりに、訓練、中小企業開発支援、コンプラ

イアンスインセンティブを通じた正規システムへの移行が不可欠である。南アフリカ政策の成功のた

めには、基準を引き上げつつ、非正規事業者が規制されたバリューチェーンへ移行するための能力向

上機会を創出するバランスを取らねばならない。 
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6 ELV 管理の正式化のための経済的・社会的・環境的根拠 

背景： 

政策実施シナリオが 2050 年までの南アフリカの主要な経済的、社会的、環境的指標に与える影響をモ

デル化するため、包括的な影響評価を実施した。 

結果の要点： 

適切に設計され、執行可能な ELV 政策は、2050 年までに実体的な利益を国にもたらす可能性がある。

これらの利益は、解体業者の免許制度やスクラップインセンティブ制度などの ELV 政策が迅速に相次

いで実施され、強力な執行が行われる「迅速実施シナリオ」において最大となる。  

中核的方法： 

1. ベース ELV モデル計算については、付録 I ELV 台数の計算 を参照。  

2. モデルは、信頼性の高い査読済み学術文献の仮定に加え、オンライン及び対面でのステーク

ホルダー協議から得られた業界知見を採用した。 

3. 図 3 に示す通り、4 つの政策実施シナリオをモデル化した。 

図 3 .南アフリカの経済、社会、環境への影響を比較するために使用された政策実施の 4 つのシナリオ 

 

4. 検討した各政策シナリオにおいて、ELV 回収率は段階的にモデル化された。これらの段階を

表 5 に示した。 
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表 5 . 政策実施の 3 段階 

フェーズ 1 2 3 

あり得る実施手段 

 

自主的な ELV インセンテ

ィブ、啓発キャンペーン 

 

車検の義務化、走行不適

格車両に対する高額罰金 

 

ELV 政策の完全施行、解

体業者免許制度、追跡シ

ステム導入 

 
ELV 予想回収率 10～14％ 25～35% 50～85% 

ベンチマーク インド（2021 年）の自主的

な ELV 政策により、回収率

が約 10％向上すると予想57 

トルコ ELV モデル： 義務的

検査の導入により、4～5 年

で回収率が約 20%から約

40%に向上58 ,59 , 60 

EU ELV 指令 2000/53/EC：

規制された生産者責任、解体

業者免許制度、監視体制によ

り 85～95%の回収率を達成

61 , 62 

 

シナリオ（図 3）＋フェーズ（表 5）： 

• 現状維持：2050 年まで ELV 回収率に変化なし。 

• 自主的 ELV シナリオ：フェーズ 1 のみ実施。10 年以内に 14%で頭打ち。 

• 段階的政策実施：フェーズ 1→ フェーズ 2→ フェーズ 3、25 年間で漸進的かつ着実な増加。

2050 年頃に 85%に到達。 

• 迅速な政策実施：フェーズ 1→ フェーズ 2→ フェーズ 3、早期推進によりフェーズ 2 を迅速

に達成、その後 2050 年より大幅に前倒しでフェーズ 3 へ移行、85%で頭打ちとなる。 

結果の概要： 

経済面：迅速な ELV 政策により、2040 年までに ELV 回収率が 85%に達する可能性あり。 年間約 200

億ランドの新車販売増加（年間 612 台追加販売）、年間約 17,000 台の国内生産車増加、国内総生産

（GDP）年間約 0.28%上昇、リサイクル材料から年間平均 12 億ランドの価値創出。 

 

社会面：安全基準を満たさない車両の排除により、2050 年までに年間 382 人の事故死と 12,500 人の

負傷を防止可能（道路事故基金の節約額 14 億ランド）。同時に年間約 10,314 人の雇用（若年層約

20％）、年間 11 億ランドの賃金支払い、年間 9 億ランドの財政収入。 

 

環境面：迅速な展開により、年間 200,159 トンの自動車廃棄物を埋立地から転用し、材料リサイクル

を通じて 507,000 トン換算の CO₂排出を回避できる。さらに、ELV 回収により 75 トンの残留性有機

汚染物質（POPs）と、燃料を含む 4,000 キロリットルの流体類が安全に処分可能となる。 
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迅速な政策実施の影響を表 6 に示した。ELV 政策が政府及び・業界ベースの目標達成に与える貢献度

を表 7 に示した。 
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表 6 .迅速な政策実施が経済・社会・環境指標に与える影響（結果は 2026 年から 2050 年までの 25 年間における年平均値を記載） 

 

 

q ELV 回収が自動車販売と国内自動車生産を刺激して生ずる複合効果による 

r 回収資材のリサイクル・再利用が、新規同等資材の使用と比較して生み出す効果 

s  ELV が回収されると、その一定割合は新車購入につながる 

t 購入される新車のうち、一定割合は国内で生産される 

u 鉄鋼、アルミニウム、銅、プラスチック（各種） 

経済 社会 環境 

指標 影響 指標 インパクト 指標 影響 

GDP に対する自動車産業の総貢献

度q 

+0.28% 新規雇用者数（若年層

20%） 

10,314 人（うち 2,063 人が

若者） 

削減された CO₂換算量r 507,000 トン 

追加的新車販売台数s  41,000 台、220 億ラ

ンド相当の価値 

追加収益創出額  11 億ランド（給与所得）、  

 9 億ランド（財政収入） 

埋立処分費用削減額  200,159 トン 

新車の追加的生産台数t  17,500 台 人命救助 382 人 回収が必要な有害物質

（POPs を含む） 

75 トン 

資材の回収（量） u 70,000 トン 負傷者の未然防止 12,500 件の負傷 

資材の回収（価値）  12 億ランド 道路事故基金の節約額  14 億ランド 液体類の回収 4,000 キロリットル 
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表 7. 政策の迅速な展開を前提とした、政府及び業界目標に対する ELV 政策の貢献度 

分野 国家目標 ELV 政策の寄与度  

経済成長 NDP：2030 年まで GDP を 5.4%成

長させる。 

2021 年から 2024 年にかけて 0.6～

5.0％の範囲63 。ELV 政策は、自動車

生産と販売の促進を通じて、GDP を

0.02％押し上げる見込み。 

 

雇用創出 NDP：2030 年までに 1,100 万人の

雇用創出 

2030 年までに 16,000 の雇用を維持

（目標の約 0.15%） 

自動車生産 SAAM35 2035 年目標：年間 120 万

～150 万台の現地生産。 

現状約 60 万台64 。ELV 政策により年

間 1 万 7 千台増加（不足分の約

3%）。 

CO₂換算トン削減量 低排出開発戦略では、2050 年まで

に 6,000～8,000 万 CO₂換算トンの

残留排出量を予測。 

ELV 材料のリサイクルと再利用によ

り 1,260 万 CO₂換算トン の排出を回

避することで、この残留排出量の約 

16～20% を相殺できる。 

 

廃棄物削減 NWMS 2020 年廃棄物転用目標： 

• 2025 年までに 40％ 

• 2030 年までに 55％ 

• 2035 年までに 70％ 

 

ELV の材料リサイクルと再利用を加

速させることで、2050 年までに ELV

廃棄物の 54%が埋立処分から回避さ

れる見込みであり、リサイクル技術

への投資拡大が実現すればリサイク

ル率はさらに上昇する。  
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7 戦略的政策提言 

南アフリカにおける最も前向きな ELV シナリオを実現するためには、本報告書で明確に特定された機

会を、ELV の状況を段階的に正式な枠組みと完全な循環型経済へと移行させる行動計画に落とし込む

必要がある。本章では、10 のアクションから構成される開発ロードマップを提示する。 

10 の政策提言のうち 6 つは、ELV 政策の成功において基礎的かつ不可欠な要素と位置付けられる。

これらの基礎的項目は以下の通りである。 

1. ELV 政策タスクチームの設置 

2. ELV 政策枠組みの草案作成 

3. CoD 連動型車両登録抹消システムの開発 

4. 透明性の高い ELV 追跡システムの開発 

5. 商用車・自家用車に対する定期車検制度の導入 

6. MEC（モニタリング・評価・コンプライアンス）メカニズムの確立 

その後、ELV 政策枠組みは拡張され、正式な ELV リサイクル活動を促進するために異なるアプローチ

が取られる。これらの項目は様々なインセンティブと義務的な運用から成り、必要に応じて単独また

は組み合わせて取り入れられる。これらの異なるアプローチには以下の政策項目が含まれる。 

7. ELV バリューチェーンにおける事業者の免許付与と認証 

8. 適合処理施設へのインセンティブ付与 

9. ELV スクラップインセンティブと買い取り制度の導入 

10. ELV を含む EPR 制度の適用 

全 10 項目の提言を以下に示す。  

7.1 ELV 政策タスクチームの設置 

求められるアクション：貿易産業競争省（dtic）が議長を務め、運輸省（DoT）及び林業・漁業・環

境省（DFFE）が共管する省庁横断的な ELV 政策タスクチームの設置を承認すること。この政策タス

クチームが naamsa（南アフリカ自動車工業会）の支援を受けることが極めて重要である。 ELV 政策

の策定・調整・監督には複雑な作業が伴い、深い業界知識と関連技術の知見が必要である。

NAACAM（南アフリカ自動車製造業者協会）及び NUMSA（全国金属労働組合）からの支援も重要と

なる可能性がある。 

現状の課題：ELV 規制は運輸、環境、産業の分野にまたがる。統一された議論の場がなければ、規制

は不整合や混乱のリスクに直面し、投資機会の損失につながる可能性がある。 

ベンチマーキングの主な内容： 

• EU：環境総局（DG-ENV）専門家グループにおいて年 2 回の調整会議 



 

33 

 

• 日本：単一の調整機関（自動車リサイクル促進センター）が省庁監督下で手数料徴収＋国内

追跡を実施。 

• ブラジル：国家交通評議会によるテーマ別委員会。解体とトレーサビリティの執行は州機関

が実施。 

• インド：省庁主導ネットワーク（MoRTHa /環境省/自動車産業標準委員会）。 

 

詳細な説明は付録 III 国別ベンチマーキング - ELV タスクチームの設置を参照。 

 

推奨される組織構造： 

ELV タスクチームの構成例を図 4 に示す。タスクチームは、中核政府部門として dtic、DFFE、DoT に

加え、自動車工業会（naamsa）、自動車部品工業会（NAACAM）、自動車小売産業機構（RMI）、全

国金属労働組合（NUMSA）などの労働団体代表で構成することを推奨する。タスクチームは約 10～

12 名の代表者で構成され、一部メンバーは既存メンバーによる指名制で補充可能とする。 タスクチ

ームの構造に加え、特定の重点分野をカバーする様々なテーマ別分科会を設置することを推奨する。

これらの分科会は ELV タスクチームにフィードバックを行い、特定の規制の開発・起草に直接関与し、

タスクチームは監督とガバナンスを行う。これにより、関係者がそれぞれの権限に沿った特定の重点

分野に集結することが確保される。また、並行して作業を進めることが可能となり、迅速かつ効率的

な進展が確保される。 参考例として、図 4 に分科会例を示す。各分科会には議長を置き、その運営を

主導・監督するとともに、タスクチームへの定期的なフィードバックを確実に行う。 

 

a 道路運輸・高速道路省 
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図 4 . ELV タスクチーム及び分科会の推奨構造 

 

ELV タスクチームの二つの主要な機能は、ELV 政策の策定・検証・草案作成、及び実施段階で執行上の監督を行うことである。 
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7.2 包括的かつ一貫性のある国家 ELV 政策枠組みの草案作成 

求められるアクション：包括的な ELV 政策枠組みを承認し、部門横断タスクチーム（提言 1 参照）

に 12～18 ヶ月以内の草案作成・協議・実施を義務付ける。 

 

なぜ今か：断片的な規則により ELV が追跡されず不適切に処理され、安全・環境・財政リスクを高

めると同時に雇用と資源回収を喪失している。 

 

ベンチマークの主な内容： 

• EU： ATF 認可制度。無料での ELV 回収。登録抹消と廃車証明（CoD）連動。目標値付き生産

者責任（EPR）。 

• 日本：解体業許可制度。自動車リサイクル促進センターによる全国追跡。リサイクル料金（預託

金）体系。 

• ブラジル：認可解体業者。部品追跡性。複数機関による執行。廃棄物政策との連携。 

• インド：登録解体施設。登録抹消と所有権移転の連動。生産者義務とトレーサビリティ。 

ELV政策枠組みベンチマーキングの詳細な注記は、付録 IV 国別ベンチマーキング - 包括的な国家ELV

政策の草案作成を参照。 

 

推奨される主な要素： 

• ELV を定義（基準不適合、SAIA によるコード 3a またはコード 4 の分類、車齢または走行距

離に基づく制限a ）。これにより法的な解体義務が発生する。 

• 定期的な車両技術検査を義務化。これにより ELV を適時に特定し、安全で近代的な車両フリ

ートを維持。 

• ELV の認可処理施設への引き渡し/搬入を義務化。これにより ELV の違法な車両再流通を防

止し、正規の処理経路への流入を強制する。 

• 認可処理施設による CoD（廃棄証明書）発行を ELV 所有者に紐付け、これにより正式な車両

登録抹消手続きを自動的に行う。CoD により車両登録抹消手続きが正式なものとなり、国の

車両データベース上の「ゾンビカー」がなくなる。 

• ELV の安全かつ適切な処理に関する国内外の基準を満たす事業者に対し、免許及び認証を付

与する。 

• 事業者に対するデータ報告要件を定義する。これにより ELV の流れ（部品・材料のトレーサ

ビリティ）の透明性が促進される； 

 

a  インドでは、車齢または走行距離に基づく基準値と強制廃車を組み合わせ、車両更新を促進し炭素

排出量を削減している。商用車と自家用車は、それぞれ 15 年と 20 年経過後に、車検に合格しない限

り廃車しなければならない。 



 

36 

 

• リサイクル及び資源回収目標を設定し、現地事業者の継続的な能力開発を促進する。これに

より南アフリカの ELV 環境を国際的なベストプラクティスとなるよう段階的に移行させる。 

• 事業者の責任追及と仕様遵守を確保するための執行メカニズムを確立する。 

7.3 義務的な車両登録抹消と廃棄証明書を連動させる 

求められるアクション：eNaTIS システム上で、認可を受けた ATF のみが CoD を発行し、CoD と連

動した登録抹消を義務付ける。 

現状課題：南アフリカの任意かつ紙ベースの登録抹消制度では、廃車処理済み車両が誤分類され道路

に再流入する可能性があり、ELV 及び部品の移動が追跡不能となり、執行力に影響をきたしている。 

ベンチマーキングの主なポイント： 

• EU：CoD は ATF のみが発行可能。CoD は登録抹消に必須であり、CoD から登録抹消までの

法的 VIN（車両識別番号）の連鎖を形成する。 

• 日本：自動車リサイクル法に基づき、ELV は全国共通の電子マニフェストシステムに登録さ

れ、「移動報告」として記録される。このシステム上の記録が CoD に相当する証明として機

能する。 

• ブラジル：解体法では、認可解体業者が交通当局に受領通知と永久登録抹消申請を行い、所

定日数内に解体することを義務付けている。部品は全国データベースに記録される（トレー

サビリティ）。 

• インド：登録車両解体施設（RVSF）は、汚染除去と検証（警察による盗難確認及び／または

所有者証明）後に解体証明書／CoD を発行。これによりシステム上での登録抹消が可能とな

り、税制・手数料優遇措置が適用される。 

 

推奨設計： 

 

• ①ATF への引き渡し、②保険会社コード 3a または 4 判定、③車検不合格、のいずれかひと

つをトリガーとして、自動的に ELV として扱う。 

• ATF が基準に基づき汚染除去・解体を実施し、CoD を発行。 

• デジタル提出：CoD をデジタル車両履歴（7.4 参照）に記録。設定日数内に自動登録抹消し、

全国車両データベースを更新。 

• データ：登録情報管理システムが ELV ステータス・部品/材料の投入量・回収量の管理を更

新し、ダッシュボードで KPI を公開。 

 

何が変わるのか： 

• 現状では所有者が任意で廃車の判断をしていたが、ELV となる基準を定義することによって、

自動的かつ義務的に登録抹消が行われる形に変更。 

• 現状では拘束力のない SAIA コードが、法的な ELV の定義及び CoD の要件に変更。 
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• 現状の紙ベースの書類が、CoDに紐付けられたデジタルVIN（a ）に置き換えられ、監査ログ

付きの eNaTIS ワークフローと連携。 

• 現状許可を必要とせず操業している解体場は、汚染除去基準を遵守する認可・監査の対象と

なる ATF に置き換えられる。 

 

法的経路に関する注記： 

• NEM:WA の下に ELV 規制を創設し（汚染除去義務と CoD を可能にする）、 国家道路交通法・

規則を改正して、eNaTIS における登録抹消の必須トリガーとして CoD を設定する。 

• 主導: DoT/RTMC（DFFE と連携） 

 

7.4 eNaTIS と連動した車両/ELV 追跡システムを開発 

求められるアクション： 

naamsa の AutoCV プラットフォームを南アフリカの中核車両・ELV 追跡システムとして採用し、段

階的な全国展開を承認するとともに、電子国家交通情報システム（eNaTIS）との統合を実施する。

これには ELV 政策データ、報告要件、コンプライアンス要件の組み込みも必要となる。 

naamsa が開発している AutoCV コンセプトは、製造から解体・リサイクルに至る南アフリカ車両情

報を管理する、安全なエンドツーエンドのデジタルエコシステムを目的としている。 OEM、独立系

サービスプロバイダー（ISP）、自動車解体業者、SAIA、eNaTIS など多様なステークホルダーからの

データを統合することで、AutoCV は車両ライフサイクルのトレーサビリティ、コンプライアンス、

データに基づく決定を実現する。これは消費者向けインターフェースと管理用インターフェースの両

方がある。  

AutoCV は、すべての関係者に包括的なデータプラットフォームを提供し、現在の情報非対称性、バ

リューチェーンにおける透明性の欠如、及び車両ライフサイクル全体にわたるその他のトレーサビリ

ティの欠如に対応する。このプラットフォームは、VIN ベースのトレーサビリティを活用し、登録、

所有権、事故歴、整備履歴、車検、及び廃車時の最終処理結果を追跡する。 車両ごとに蓄積されたデ

ータにより、AutoCV プラットフォームは、車両の経年や有害物質含有量に基づき、車検や義務付け

られた廃車時検査の時期が到来した車両を特定する。 

AutoCV の主な機能は以下の通り。 

 

a 車両識別番号 



 

38 

 

• VIN ベースのトレーサビリティ：全車両に単一のデジタル ID を付与し、登録、所有権、検査、

使用済み処理結果を追跡。 

• 安全かつコンプライアンスに適合したデータ環境：個人情報保護法（POPIA）及び金融情報

管理法（FICA）に完全準拠し、プライバシー、データ保護、認可された者のみがアクセスで

きる仕組みを確保。 

• 統合性と相互運用性：eNaTIS、保険会社、OEM、解体業者、リサイクル業者、その他の承

認されたパートナーと連携し、車両ライフサイクル全体のトレーサビリティの欠落を解消。 

• データインテリジェンスとレポート機能：規制当局や業界向けに、執行支援、政策モニタリ

ング、データの正当な収益化を支援する集計分析を提供。 

• 正式化とコンプライアンス支援： ATF からの CoD、部品移動、環境コンプライアンスデータ

を記録。 

• 消費者検証ツール：車両及び部品の所有権、状態、真正性に関する透明性の高い検証を提供

し、不正行為や並行輸入の削減に貢献する。 

現状の課題： 

南アフリカには現在、登録から解体・リサイクルまでの車両追跡が可能な統一デジタルプラットフォ

ームが存在しない。この欠如により「ゾンビカー」が eNaTIS 上に残存し、登録抹消車や走行不能車

両の違法再登録を助長し、ELV バリューチェーンの監視を制限している。ELV 規制の効果的な実施・

モニタリング・評価には、効果的なデジタル追跡システムが不可欠である。 

AutoCV の導入により： 

• すべての車両に対する単一かつ監査可能な記録を確立。 

• VIN、CoD、事業者免許を連携させることで、規制の執行と順守を強化。 

• ELV の流れ、材料回収、環境パフォーマンスをリアルタイムで可視化（ダッシュボード）。 

• 最小限の追加開発コストで今後の ELV 政策に即応可能なデジタル基盤を提供。 

AutoCV の導入は南アフリカの循環型自動車経済への準備を加速させ、長期的には同国が世界の ELV

ベストプラクティスに整合する基盤を構築する。 

ベンチマークの主な内容： 

• 欧州連合：改正 ELV 指令（2023 年）は、生産からリサイクルまでの車両・部品の完全なトレ

ーサビリティを実現する「デジタル車両循環パスポート」を導入。 

• 日本：自動車リサイクル促進センター（JARC）は、すべての認可事業者を連携させる網羅的

な電子マニフェストシステムを運用。すべての車両は、汚染物質除去や解体を含む ELV 処理
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チェーンの各工程がデジタルで記録され、そのデジタル記録が CoD に相当するものとして機

能している。 

• インド：Vahan システムと登録車両解体施設（RVSF）は、CoD 発行をデジタル登録抹消及

び省庁間データベースに直接連携。 

• 南アフリカ – AutoCV：AutoCV プラットフォームは同等の機能を提供し、既に複数ステーク

ホルダー（OEM、リサイクル業者、ATF、保険会社）の参加を想定して設計されている。し

たがって、VIN から CoD を経て eNaTIS へ至る一連の処理を統合する“国家レベルの基盤シ

ステム”として最適な位置にあり、実効性のある ELV 政策を支える中核的インフラとなり得る。 

推奨設計： 

• 統合：AutoCV と eNaTIS をセキュアな API で連携し、登録・検査・CoD・登録抹消データの

リアルタイム同期を実現。 

• ガバナンス：システム自体は naamsa が DoT、DFFE、ELV タスクチームと連携して管理。 

• アーキテクチャ： 

o 中核モジュール：車両識別（VIN）、所有履歴、検査結果、ELV 分類、CoD 発行、解

体・リサイクル記録。 

o インターフェース: 

▪ 消費者向け：車両ステータス、所有権、コンプライアンスの確認。 

▪ 管理用：ATF、保険会社、リサイクル業者、規制当局向けダッシュボード。 

• 報告とモニタリング：車両ライフサイクルの各段階におけるデータの自動取得；認可を受け

た自動車解体業者（ATF）及びリサイクル業者による報告義務；ELV 回収率、資材フロー、

CO₂削減量などの主要業績評価指標（KPI）を表示するダッシュボード。 

• パイロット段階：全国展開前に、naamsa の監督下で選定された州または特定車種（例：ミ

ニバスタクシー、大型トラック）を対象にパイロット事業を開始。 

• コンプライアンスと執行：AutoCV 登録事業者だけが CoD を発行し、登録抹消をトリガーで

きる。その後、データの完全性とトレーサビリティを確保するため定期監査を実施可能。 

成果： 

AutoCV を国家車両/ELV 追跡システムとして統合することで、南アフリカの ELV 政策に透明性・執

行力・データに基づく基盤を確立する。これにより道路安全の向上、グレー輸入の削減、環境モニタ

リングの強化が図られ、南アフリカはアフリカ大陸における循環型自動車経済のリーダーとしての地

位を確立する。 
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7.5 民間・商用車両に対する定期的かつ義務的な検査  

必要な決定事項：すべての車両（個人用・商用）に対し、免許更新と連動した定期的な車検を義務付

ける。指定車齢・走行距離を超えた車両については頻度を増やし、排出ガスや重要安全部品の厳格な

点検を実施する。このアプローチは明確な時間枠で段階的に導入する必要がある。 

現状課題：現状、車両の検査は売却時または所有権移転時のみ義務付けられており、車両の持続的な

走行適性に関する確実性に大きな空白が生じている。その結果、南アフリカでは走行不適格な車両が

長期間にわたり走行し続け、道路安全リスク、環境被害、経済的非効率性を招いている。 

ベンチマークの主な内容： 

• EU：民間車両：初回検査は 3～4 年、その後 2 年ごと、所定の年数（例：スペインでは 10 年）

以降は年次検査。商用車両（バス/大型貨物車）：1 年目から年次検査。検査には安全性と排

出ガス試験を含む。 

• 日本： 乗用車は初回 3 年、その後は 2 年ごと。大型貨物車は 1 年ごとなど厳格な技術検査を

実施。 

• インド：個人用：15 年目に検査、その後は 5 年ごと。商用：最初の 8 年間は 2 年ごと、その

後は毎年。15 年超の車両には高い再登録料と環境税が課され、使用抑制を図る。 

• マレーシア：2009 年に定期的な義務検査の導入を試みたが、十分な公的協議が行われず、国

民の反発を受けて撤回された。 

 

詳細な注記は付録 VII 国別ベンチマーク - 定期車検を参照。 

 

推奨設計： 

義務的車両検査の推奨頻度は、表 8 に記載。自家用車・商用車双方を含む。 

 

表 8 . 義務的車両検査の推奨設計 

車両種別： 現行規則 推奨変更 

乗用車 所有権移転時のみ走行適性検査

（定期検査なし） 

 

• 0～5/6 年目：なし（OEM/ディーラーの

「オン・ザ・ロード」手順a 及び OEM 保証

がこれをカバー） 

• 6/7～10/12 年目：2 年ごと 

• 10/12 年以上：毎年 

 

a オン・ザ・ロード（ORT）パッケージとは購入者が販売店に支払うものであり、納車前点検（引き

渡し前の OEM/販売店による義務的安全点検）を含む。新車の欠陥率は極めて低く、即時検査は効率

が悪い。 
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タクシー及び貨

物車両（3,500kg

超） 

 

免許更新のための年次走行適性検

査のみ。 

 

商用車（タクシー、バス、貨物車：

M2/M3/N2/N3）： 

• 1 年目から：年 1 回 

• 高走行距離区分（例：年間 60,000km 超ま

たはテレマティクスフラグa ）：6 か月ごと 

 

バス 6 か月ごと 

 

 

注記： 

排出ガスと安全性の観点から、検査にはマフラー排気ガス検査、車載式故障診断装置（OBD）検査、

及び該当する場合は電気自動車（EV）／バッテリー検査を含めるべきである。 

低使用頻度車両やビンテージ車への適用除外は可能だが、規制において慎重に定義する必要がある。 

 

車両検査の流れ： 

• 更新時期に近づくと、認定検査センターで車両の予約が行われる。 

• 合格の場合、免許証発行。不合格の場合、規定日数内の修理と無料再検査。 

• 再不合格／走行不適格の場合、一時停止措置。継続的な不適合の場合、ELV 処理（ATF 及び

CoD）を経て eNaTIS からの登録抹消。 

 

法的経路に関する注記： 

• 国家道路交通規則を改正し車両検査の範囲・頻度を拡大。南ア国家規格（SANS）/技術基準

を採用または参照（国家強制規格規制機関（NRCS）経由で義務化）。 

• 主導：運輸省/道路交通管理センター、NRCS、南アフリカ標準局。 

 

7.6 モニタリング・執行・順守（MEC）メカニズム 

求められるアクション：ELV タスクチームが監督する中央デジタルプラットフォーム、合同検査、制

裁段階制による全国的な ELV 向け MEC システムの義務化。 

 

 

a デジタル車両データベースが特定の検査対象をフラグ付けする場合（例：過去 12 ヶ月で 60,000km

以上走行した車両、またはアプリケーションプログラミングインターフェースに組み込まれたその他

の高使用/高リスクフラグ）、走行距離がリスク要因でなくなり自動フラグが解除されるまで、6 ヶ月

ごとの検査間隔が義務付けられる。 
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現状の課題：執行可能な MEC がなければ、非正規の運用が安全な ELV 処理を妨げ続け、社会的・環

境的・経済的利益を損なう。 

ベンチマークの主な内容： 

• EU（中央規則、国家執行） 

o 環境総局（DG ENV）が規則を設定。加盟国は ELV 目標達成状況を年次報告。 

o 各国検査機関（EU「グリーン・スコーピオンズ」）が執行。 

o 新たな車両循環パスポートとトレーサビリティにより、監査可能な VIN の追跡経路を

実現。 

• 日本（単一の調整機関、完全デジタル化） 

o 自動車リサイクル促進センター（JARC）が国内の ELV 追跡をエンドツーエンドで運

営。リアルタイムコンプライアンスデータ。 

o 経産省、環境省が執行。電子マニフェストにより ELV の「消失」を防止。 

• ブラジル（連邦政府、分散型） 

o 州環境庁、警察、交通当局が執行を分担。 

o 国家交通評議会の専門委員会が技術規則を起草。地域ごとの取り締まりは可能だが、

調整は困難。 

• インド（省庁主導、デジタル化移行中） 

o 道路運輸省（MoRTH）が登録抹消とスクラップ施設の認可を担当。中央公害管理委

員会（CPCB）a が環境基準を設定し検査を実施。 

o 追跡強化のため中央 EPR ポータル構築中（日本方式）。 

 

詳細については、付録 VIII 国別ベンチマーク – モニタリング、執行及びコンプライアンスを参照。 

 

推奨設計： 

• ガバナンス：ELV タスクチームが基準を設定、DFFE が現場執行を主導、DoT/RTMCb がデ

ータを管理。 

• 中央管理・地方執行：全国共通プラットフォームと省合同検査を実施。 

• 必須データ：VIN、CoD、ATF ID、タイムスタンプ、マスバランス。API 経由のみの提出。 

• 報告頻度：四半期ごとのダッシュボード。目標達成状況に関する年次議会報告（例：削減さ

れた tCO2 量、リサイクルされた資材のトン数）。 

• 処分の段階的強化：警告、罰金、停止、取消、刑事告発という制裁の段階を設定。 

 

 

a インド中央公害対策委員会 

b 道路交通管理公社。 
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7.7 ELV バリューチェーンにおける事業者の免許・認証 

求められるアクション：デジタル報告義務化と CoD 連動車両登録抹消を伴う全国的な ATF ライセン

ス・認証制度の承認。 

 

現状課題：地方自治体の許可制度が分断され、非正規処理が横行しているため、安全性・環境・デー

タ管理に問題が生じている。車両登録抹消と CoD の法的連携が欠如しているため、違法な再流通が

可能となっている。 

 

ベンチマークの主な内容： 

• EU：ATF 認可制度、無料回収制度、資源回収目標 

• 日本：許可事業者、JARC 全国追跡システム、預託金 

• ブラジル：認可解体業者、部品データベース、10 日解体ルール、交通当局連携 

• インド：RVSF（a ）による認可、警察/盗難チェック、CoD 及び CoVSb の発行、電子登録と

インセンティブ 

許可及び認定に関する詳細な注記については、付録 V 国別ベンチマーク - 事業者の免許及び認証を参

照。 

許可の対象範囲： 

• 保険会社・オークション業者・回収業者（登録義務の対象者）：ELV を認可 ATF のみに納入。 

• ATF（汚染除去／解体／シュレッディング／リサイクル）：完全な許可と監査。 

• 部品再販業者：登録及び該当する場合の中古部品トレーサビリティ。 

推奨設計： 

• 受入時：車両番号（VIN）を読み取り、登録簿から盗難/全損/所有者状況を確認。 

• 汚染除去・解体：液体、バッテリー、エアバッグ、冷媒の記録。 

• ATF 発行の廃車証明書（CoD）を引き金として、eNaTIS 登録が自動的に抹消される。 

• マスバランス報告：材料と部品（kg/単位）を登録し、EPR の支払い計算（EPR メカニズムにつ

いては 7.10 セクション参照）を可能にする。 

• 完了処理：有害物質マニフェストをアップロードし、異常チェックを実行。 

 

a 登録車両解体施設（ATF） 

b 車両解体証明書（Certificate of Vehicle Scrapping）は、解体・処理完了後に発行される。最終処

分を証明する書類であり、登録抹消や監査に使用される（シャーシ切断部の写真などの詳細を含む）。 

これはインセンティブを付与するためのトークンではなく、RVSF が車両を受け入れ所有権が解体業

者に移転する際に発行される CoD とは異なる。CoVS とは異なり、CoD は譲渡可能であり、販売店

や OEM の割引、手数料免除などのインセンティブを受け取る権利を付与する。 
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何が変わるか： 

• NEM:WA に基づき、現状の分散した許可制度を廃止し、全国共通の一元的なライセンスと統

一基準に置き換え。 

• 現状の任意の書類手続きを、VIN、ATF、CoD、eNaTIS のデジタルワークフロー（API、監

査証跡）に置き換え。 

• 現状の非正規解体業者は認可・監査対象の ATF へ移行し、定期的なコンプライアンス監査を

実施。 

• 追跡不能な ELV 及び部品の移動は、ELV 登録制度に置き換え（マスバランス、部品トレーサ

ビリティ）。 

最低限の基準（免許要件）： 

• 環境：既存の環境基準（例：解体施設向け65 ）と連携させ、不浸透性床面、オイル・バッテ

リー・エアバッグ・空調（HVAC）の脱汚染、流出対策、危険廃棄物マニフェスト（管理

票）などを含む。また、現在策定中の新規環境規制（例：POPs 規制）とも整合させる。 

• 運営：使用する工具および作業プロセスの仕様、および公正競争ルールを含む。 

• データ：ELV ポータルへの定期的なデータ提出（例：ATF ID、VIN 連動イベント、部品/材

料の排出量。ELV 追跡システム開発については 7.4 の該当セクション参照）。 

• システム：eNaTIS への安全なアクセス、CoD 発行。 

法的プロセスに関する補足事項： 

• NEM:WA に基づく ATF 向け拘束力のある国家規範・基準を発行し、該当する場合は廃棄物

管理ライセンス・登録と連動させる。 

• 主導：DFFE。 

 

7.8 コンプライアンス対応処理施設へのインセンティブ付与 

求められるアクション：環境コンプライアンスとデジタル報告（VIN、CoD、eNaTIS）を条件とし

た、認可 ATF（解体業者、汚染除去業者、シュレッダー業者、リサイクル業者）向け期限付きイン

センティブパッケージを承認。 

 

背景：非正規事業者が規制順守施設を価格面で圧迫。支援なしでは、正規 ELV 処理能力の拡大が政

策展開に遅れを取る。 

 

ベンチマークの主な内容： 

• EU：ELV は解体業者に無償で供給される。これにより認可事業者の原料供給が保証される66 。 
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• 日本：ATF は新車購入時に消費者が負担するリサイクル資金（預託金）を処理工程に応じて

受け取る67 。  

• インド：ELV の油類回収施設への供給は、認可事業者の原料供給のみを保証する68 。  

 

インセンティブ手段（組み合わせ可能）：  

• ELV の認可 ATF への引き渡しを義務付け、原料供給を保証する。 

• 汚染除去・解体・リサイクル設備に対する投資について、税額控除または加速償却の適用を

認める。  

• 国内未製造の特殊 ELV 処理設備輸入に対する付加価値税・関税減免（または還付対象品目）  

• 中小企業向け優遇措置：技術支援、段階的な基準適用、財政的支援。 

• 適正解体を行うための設備投資に対する補助金。 

南アフリカが ELV 専用の EPR 制度を実施する場合、これらのインセンティブは生産者負担金を補完

し、適合 ATF が規模拡大後も財政的に持続可能となるよう設計すべきである。 措置は期限付きとし、

定期的な見直しを実施するとともに、認定取得・環境規制遵守・デジタル報告を条件とする。 

 

7.9 スクラップインセンティブと買い取り制度の導入 

求められるアクション：対象車種向けの CoD 連動型スクラップインセンティブを承認し、軽微な不

利益措置と厳格な ATF 遵守を組み合わせる。 

 

実施理由：老朽化した車両群は道路安全リスクと排出ガスを増加させる。本制度により ELV を認可

ATF へ誘導し、規制遵守と正式な登録抹消を加速させる。 

 

ベンチマークの主な内容： 

• EU：定額／段階的 ELV 補助金、ATF 限定 CoD、無料引き取り、強力な追跡可能性。 

• 日本：車種に応じた前払いリサイクル料金（預託金）、車齢に応じた検査費用の増加、車齢にと

もなう車両フリートからの ELV 率向上。 

• インド：州の税優遇措置と登録料免除を CoD に連動、RVSF（リサイクル料金前払い制度）によ

る処理のみ。 

• ブラジル（フリートパイロット事業）：認可解体業者によるインセンティブ付き廃車、CoD の提

出義務。 

 

詳細な注記は付録 VI 国別ベンチマーク - スクラップインセンティブ：を参照。 

 

推奨設計： 
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• トリガー：認可 ATF が発行した有効な CoD に基づく。 

• 特典：代替車両に対する税制優遇及び／または登録料免除（固定ランド額ではない）。 

• 段階的対象拡大：初期対象は古い自家用車（15 年以上）、ミニバスタクシーa 、大型トラック・

バス（Euro II 以上未適合車を対象b ）。対象範囲を段階的に拡大（例：2027 年までに Euro IV 以

上未適合車を対象化）。 

• ソフトな抑制策：非常に古い車両に対する車検間隔の短縮。 

• 公平性：低所得者層の購入者及び優先車両群（公共交通機関、重要サービス）に対する支援を強

化。 

 

7.10 拡大生産者責任制度 

求められるアクション：NEM:WA 第 18 条に基づく ELV 向け EPR スキームを承認し、車両生産者/輸

入業者に対し、PRO（または承認済み個別スキーム）を通じて ELV 回収/リサイクル目標の資金調達

と達成を義務付ける。VIN、CoD、eNaTIS データと統合する。 

現状の課題：生産者による資金拠出と目標がなければ、自動車解体業者（ATF）は安定した収益基盤

を欠き、回収が停滞する。南アフリカは輸出市場の循環性規制（EU）や国内の埋立地・環境圧力リ

スクに直面する。 

ベンチマークの主な内容： 

• EU：生産者の資金拠出による EPR（拡大生産者責任）制度で ELV の無償回収を実施。ATF のみ

が車両処理と CoD 発行を許可され、CoD は登録抹消に必須。これにより VIN・CoD・eNaTIS 相

当の法的連鎖が構築される。加盟国は回収・リサイクル目標の達成・報告義務を負い、事業者追

跡可能性を維持。 

• 日本：生産者負担方式で高コスト部品（エアバッグ、フロン類、ASR）をカバー。そのコストを

補う仕組みとして、購入時に消費者がリサイクル料金を前払い。自動車リサイクル促進センター

が料金徴収と電子マニフェストを運営し、ELV 取引をエンドツーエンドで追跡。認可事業者は

VIN 別移動報告義務によりリアルタイムコンプライアンスチェック。 

• インド：ELV 規則に組み込まれた生産者責任制度。技術・環境基準を満たす登録車両解体施設の

みが ELV 処理を許可。CoD により登録抹消がトリガーされ、代替車両に対する州税優遇措置/手

 

a  現行のタクシー再資本化制度では、走行不能なミニバスタクシーの物理的解体を促進するため、ミ

ニバスタクシー所有者に対し 1 台あたり 164,600 ランドの解体手当を支給している。 本プロジェクト

開始から約 17 年で、84,247 台の旧型タクシー車両が廃車され、タクシー事業者への廃車手当として

5,990,655,100 ランドが支払われた（2024 年 8 月現在）。 

b 2027 年 7 月 1 日のクリーン燃料 II 期限（10ppm 燃料の義務化）に向けた市場整備。これは、より

厳しい車両基準や廃車措置と相まって、高排出ガス排出のユーロ II 以前の車両の段階的廃止を加速さ

せる。 
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数料免除が適用。全国車両データベースと中央 EPR ポータルとの統合により統一的なトレーサビ

リティ構築中。 

• ブラジル：より広範な国家固形廃棄物政策が EPR を支える。生産者は回収・リサイクル義務を負

う。自ら全収集を行う代わりに、「リバースロジスティクスクレジット」を購入できる。これは

検証済みの材料量（例：金属、プラスチック、ガラス）が収集され、適合リサイクル施設に送ら

れたことを証明する（多くの場合廃棄物収集協同組合による）。 解体法は交通当局による解体業

者の認可を規定し、部品のトレーサビリティを全国データベースで義務付ける。  

 

推奨設計： 

現行の EPR モデルを自動車に同様の仕組みで拡大： 

• 義務対象者：OEM、完成車（及び指定部品）輸入業者。 

• 適用範囲：全 ELV（ICE/HEV/EV 含む）。優先部品：バッテリー、エアバッグ、液体、冷媒、

タイヤ、ASR。 

• 遵守ルート：義務対象者は DFFE に登録し、PRO に加入するか、個別計画を提出して固有登

録番号を取得。未登録の生産者/輸入業者は製品を市場に流通させられない。 

• 要件：生産者/輸入業者/PRO は EPR 費用で回収・再生・リサイクル目標の資金調達を実現。

EPR 報告システムへオンラインで量・成果を報告。ガイドラインに基づき費用を透明性をも

って設定。 

• 基本的な資金の流れ：生産者は新車登録/輸入時に車両 1 台あたり環境負荷に応じたa EPR 料

金を支払う。料金は専用で管理され、VIN 連動 CoD 及びマスバランスデータで検証された実

績連動方式に基づき、認可 ATF 及びリサイクル業者へ支払われる。 

 

法的プロセスの補足事項： 

• NEM:WA s18（EPR）に基づき ELV（または優先 ELV 構成要素：バッテリー、液体、プラス

チック、ガラス）を申告。料金設定と監査を含むスキーム及び PRO 規則を承認。 

• 主導：DFFE。 

  

 

a  Eco-modulation：製品設計と廃棄段階の性能（例：リサイクル可能性、再生材含有率、汚染除去/

分解の容易さ、部品マーキング、耐久性/修理可能性、有害物質含有量）に基づき生産者負担金を増

減させる EPR 料金設定手法。 優れた設計にはボーナス（低料金）、リサイクル困難または汚染度の高

い設計にはペナルティ（高料金）が適用され、コストと循環型成果を連動させる。 
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8 実施ロードマップ 

本章では、南アフリカにおける正式な ELV 政策実施のための、段階的、現実的かつ制度基盤に裏打ち

されたロードマップを示す。主に非正規で規制のないシステムから、規制された循環型 ELV バリュー

チェーンへの移行を成功させるためには、段階的展開、広範な協議、強固なデジタル基盤と制度基盤、

厳格なモニタリング・執行が必要である。したがって、本ロードマップは 4 つの柱から構成される。 

1. 段階的な政策設計と展開 

2. 短期・中期・長期のマイルストーンを定めたタイムライン 

3. 主要関係者間の役割と責任の明確な分担 

4. 政府と産業のための予算及び財源に関する考慮事項 

8.1 段階的な政策展開戦略 

ELV 政策の実施は、達成可能な制度的能力、ステークホルダー間の連携強化、規制環境の段階的強化

を基盤として、慎重な段階を踏んで進める必要がある。推奨される展開は、政策設計、協議、パイロ

ット試験、全国実施の 4 段階に従う。 

8.1.1 フェーズ 1：政策設計と制度構築（0～12 か月） 

主な成果：ELV タスクチームの設置、ELV 政策枠組み草案の作成、規制改正の開始、AutoCV 統合プ

ロセスの合意。 

主なアクション： 

• dtic が議長を務め、DoT と DFFE が共管し、南アフリカ自動車工業会（naamsa）、南アフリ

カ保険協会（SAIA）、南アフリカ自動車小売産業機構（RMI）、南アフリカ自動車部品工業会

（NAACAM）、南アフリカ警察（SAPS）、リサイクル業界が体系的に参加する省庁間 ELV 政

策タスクチームを構成する。 

• 国家 ELV 政策枠組みの草案作成（CoD 連動登録抹消、車検の義務化、ATF 許可及び基準、

デジタル追跡、車両別 EPR メカニズムを含む）。 

• 法的ギャップ分析を開始し、関連する既存政策（国家道路交通法、廃棄物法（NEM:WA）規

制等）に必要な改正点を特定する。 

• naamsa の AutoCV コンセプトを国家デジタル基盤として位置づけ、国家車両登録簿と連携

した VIN 紐付け型 CoD の設計を開始する。 

• 後続フェーズの基盤整備のため、全国的な広報・啓発戦略を策定する。 

 

8.1.2 フェーズ 2：ステークホルダー協議と規制調整（12～24 か月目） 

主な成果：政策の見直し・精緻化、規制草案の公表、実施ガイドラインの作成。 

主なアクション： 
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• 業界（OEM、解体業者、保険会社、リサイクル業者、ディーラー）、自治体、労働団体、消

費者団体、非正規セクター代表者、金融機関との協議を実施する。 

• ATF の規範・基準、CoD 連動型登録抹消要件、車両検査頻度規則、データ報告義務、及び

ELV インセンティブの初期設計を含む規制案を公表し、パブリックコメントを募集する。 

• 第 3 段階パイロット実施に向けた準備態勢を確保するため、ATF 担当者、検査官、自治体職

員、執行チーム向けの全国統一研修ガイドラインを策定する。 

• AutoCV のガバナンス、システムインターフェース、オペレーター導入枠組みを最終化す

る。 

 

8.1.3 フェーズ 3：パイロット事業と管理された早期実施（2～4 年目） 

主な成果：ELV インセンティブ、ATF ライセンス、検査頻度、AutoCV 追跡のパイロットを完了し、

規制調整を実施。 

パイロットプログラムは明確な目標、KPI、独立した評価を実施すること。 

推奨パイロット実施地域： 

• ELV 政策区域（例：ハウテン州、クワズール・ナタール州、西ケープ州）におけるパイロッ

ト実施：ATF ライセンス発行、CoD 発行、データ統合を検証。 

• 特定車種（ミニバスタクシー、大型車両）を対象とした強制点検パイロット事業。 

• 高リスク車両群を対象としたスクラップインセンティブの拡大（現行のタクシー車両廃車制

度を拡大し、古いトラックを含む）。 

• 選定 ATF・保険会社・OEM との連携による AutoCV パイロット：VIN ベースのトレーサビリ

ティ、CoD 発行、シームレスな登録抹消の検証。 

• 非正規セクターの正規事業者への移行パイロット事業：小規模解体業者向けの研修及びコン

プライアンスへの移行ルートを提供。 

パイロット評価基準：ELV 回収率、コンプライアンス水準、事業者の準備状況、システム相互運用性、

消費者の反応、必要な規制改善、執行能力。 

 

8.1.4 フェーズ 4：全国展開と執行（4～10 年目） 

主な成果：ELV 規制の公布・運用開始、全国的な ELV インセンティブ制度の拡充、ATF ライセンス制

度の拡大、AutoCV の完全導入、定期検査の完全施行。 

主な施策： 

• ATF 許可制度を確立し、ELV の引き渡しを認可施設のみに義務付ける。 

• CoD 連動型登録抹消を完全実施し、検証済み CoD 経路外での登録抹消を禁止する。 

• 全国的なスクラップインセンティブ制度を拡大し、車種別に段階的に拡大する。 

• 段階的スケジュールに基づき全国で定期検査の義務化。 
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• MEC システムを導入し、DFFE・DoT・SAPS による合同検査とデータに基づく異常検知を

実施する。 

• 消費者の理解と制度化のメリットの明確化のため、継続的な公共啓発を実施する。 

 

8.2 タイムラインとマイルストーン 

本節では、ELV 政策実施に向けた短期・中期・長期のマイルストーンを要約する。 

短期（0～2 年）：基盤整備と設計 

• ELV タスクチーム及び分科会を設置する。 

• 国家 ELV 政策枠組みを完成させ、協議のために公表する。 

• 国家道路交通法・規則及び NEM:WA 規制改正案を作成する。 

• AutoCV と eNaTIS の設計及び統合を開始する。 

• ATF の許可基準及び検査スケジュールを策定する。 

• 拡大スクラップインセンティブ設計案を公表する。 

 

中期（2～5 年）：パイロット事業と初期展開 

• 選定された州で ELV パイロット事業を実施する。 

• 高リスク車両群を対象としたスクラップインセンティブを開始する。 

• 全国的な自動車取引業者（ATF）の免許・認証を開始する。 

• 主要関係者（自動車販売業者、保険会社、リサイクル業者）全員への AutoCV 登録を拡大す

る。 

• 商用車に対する定期的な車検を実施し、その後段階的に一般車両の検査を実施する。 

• MEC 合同ユニットを設置し、共同で執行を開始する。 

• パイロット事業結果を評価し規制手段を精緻化する。 

 

長期（5～10 年）：全国展開とシステムの成熟 

• CoD 連動型登録抹消の全国展開を完了する。 

• 免許更新サイクルに検査を完全に統合する。 

• 全ての ATF に対し AutoCV 経由でのライセンス取得と報告を義務化。 

• 全国的なスクラップインセンティブ制度を完全に運用する。 

• 全国消費者向けに透明性をもったツール（AutoCV アプリ、ダッシュボード）を導入する。 

• 目標とする ELV 回収率を達成（10～15 年経過後：25～35％、35～50 年経過後：実施シナリ

オに応じ 50～85％）。 

• 車両構成の変化に伴い、プラスチック、ASR、EV バッテリーリサイクルを含むリサイクル能

力を拡大。 
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8.3 主要ステークホルダーとその役割 

効果的な実施には、複数の政府部門、業界団体、市場の連携した行動が必要である。これらの主要ス

テークホルダーの役割を表 9 にまとめた。 

表 9 . 主要ステークホルダーとその役割 

タイプ 

ステークホルダ

ー 役割と責任 

主要な政府部門 

 

dtic（ELV タス

クチーム議長） 

 

• 政策整合性、産業発展目標、EPR 制度設計に関する

戦略的監督。 

• 産業界と政府を横断したステークホルダーの招集。 

 

DoT／道路交通

管理局

（RTMC） 

 

• 国家道路交通法を改正し、CoD 連動型登録抹消及び義

務検査を支援。 

• eNaTIS の更新管理及び AutoCV との相互運用性の確

保。 

• 車両検査制度を主導。 

 

DFFE 

 

• ATF 許可の基準・規範を発行・施行。 

• 環境コンプライアンス、汚染防止基準、有害廃棄物プ

ロトコルを主導。 

• EPR 規制と生産者責任を監督。 

 

業界団体及び利害

関係者団体 

 

naamsa  • AutoCV の管理と業界データ統合を統括する。 

• OEM の EPR 及び循環性目標へのコンプライアンスを

支援する。 

SAIA（保険会社

団体） 

• ELV データを供給し、適切なサルベージコードの適用

を徹底し、AutoCV と統合する。 

 

RMI（自動車小

売産業機構）、 

NAACAM（自

動車部品工業

会）、スクラッ

プ・リサイクル

業界 

 

• 事業者のオンボーディング、トレーニング、コンプラ

イアンス導入を支援する 
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インフォーマル

セクター組織 

 

• 研修、中小企業育成、ATF 許可取得支援を通じた、イ

ンフォーマルセクターの正規化への移行プロセスへの

参加。 

公的機関支援 

 

SAPS（ 南 ア フ

リカ警察） 

 

• 中古品取引法及び解体業者のコンプライアンスを執行

する。 

• 違法部品取引を防止し、ATF に対する検査を支援す

る。 

 

財務省 

 

• スクラップインセンティブの資金調達モデルを評価す

る。 

• ELV 政策に関連する財源（課徴金、還付金）を承認す

る。 

 

各自治体 

 

• ゾーニング（用途地域）や営業許可を発行し、地元当

局の法令執行を支援する。 

• ELV 廃棄物に対する埋立制限を管理する。 

 

 

8.4 予算と財源に関する考慮事項 

予算と財源の要件は、ガバナンス、デジタルインフラ、市場インセンティブ、能力構築の 4 分野に分

類される。 

8.4.1 ガバナンスと規制インフラ 

費用には、ELV タスクチームの維持、規制の起草、全国的な協議の実施などが含まれる。財源として

は、省庁の通常予算（dtic、DoT、DFFE）に加え、技術支援のためのドナーや開発パートナーから

の支援が考えられる。 

8.4.2 デジタルシステム（AutoCV–eNaTIS 統合） 

統合型自動車デジタル CV の開発と導入には、API 開発、データガバナンス、ユーザーオンボーディ

ング（トレーニング）、サイバーセキュリティ、継続的なシステム保守への投資が必要である。財源

としては、naamsa と、ELV 追跡のための透明な仕組みの構築に利害関係を持つ小売業界、保険会社、

リサイクル業者、OEM（システムアクセスと報告のため）などの業界が分担することが想定される。 

8.4.3 市場インセンティブとスクラップインセンティブ制度 

市場インセンティブとスクラップインセンティブ制度は、ELV 政策設計のツールボックスの中でも非

本質的なツールと位置付けるべきである。義務的な車両検査や CoD 連動型の車両登録抹消といった

基本政策が整備されていれば、これらの政策の施行を通じて ELV の流れはすでに促進されているはず

であるためである。したがって、市場インセンティブやスクラップインセンティブ制度は、基本政策
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によってすでに確立している ELV の流れをさらに促進する補完的な役割にとどまる。財源の例として

は以下が考えられる。 

• 国庫からの配分（燃料税や運輸関連収入の再配分による可能性あり） 

• 生産者責任制度（EPR）の義務と整合性のある OEM 共同資金または EPR 拠出金 

• 車両登録/輸入時に支払われる EPR 費用の専用枠設定。 

• 自治体によるインセンティブ付与（適合事業者への廃棄処理費減免など）。 

スクラップインセンティブは、対象を慎重に絞り込む（例：古いタクシー、バス、高汚染車両）とと

もに、財政的な上限を設けるか、期間を限定することで、長期的な負債を回避する必要がある。 

 

8.4.4 ATF の高度化、訓練及び中小企業開発 

新規及び既存の解体業者に対するライセンス要件達成支援は、バリューチェーンの正式化と認証を支

える上で不可欠である。事業者向け基準が一部存在する点を踏まえ、新規・既存基準双方への準拠を

確保するには能力強化と訓練が必要となる。潜在的な財源としては以下が挙げられる： 

• Dtic のインセンティブ制度（例：税額控除、設備投資支援）69,70,71,72 ; 

• IDC（南ア産業開発公社）によるグリーン産業投資向け融資73 ,74 ,75 ; 

• SETA（職業訓練機関）資金による解体・汚染除去・コンプライアンス機能向け研修（例：

mer-SETA 経由で提供されるもの76 ）。 

8.5 概要 

この実施ロードマップは、規制の確実性と、制度面の準備状況および市場の反応性とのバランスをと

るために、体系的で、関係者との協議を重視し、段階的に進めるアプローチを提案している。ELV タ

スクチームの設置、政策枠組みの策定、AutoCV の導入、ATF ライセンス制度の導入といった基盤的

措置により、 パイロット事業及び最終的な全国展開に向けた体制が整備される。 2035 年（10 年目）

までに、南アフリカは完全に制度化された ELV バリューチェーンを運用し、透明な車両フロー、環

境・安全リスクの低減、循環型経済関連雇用の拡大、産業競争力の強化を実現する。 
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9 リスクと軽減戦略 

南アフリカにおける ELV 政策の成功は、政府・執行機関・産業界が規制設計・制度的能力・ステー

クホルダーのインセンティブに跨る多様なリスクを予見し、積極的に対処できるか否かにかかってい

る。 これらのリスクの多くは、権限の分散、データフローの脆弱性、大規模な非正規市場、能力制

約といった根深い構造的課題に起因する一方、コストやコンプライアンス負担に関する業界関係者の

正当な懸念からも生じている。以下の表は、ELV 実施における主要なリスク、その重要性、及びそれ

らを軽減するための戦略的手段をまとめたものである。 

表 10 ．ELV 政策策定におけるリスクと緩和戦略 

リスク 問題となる理由 緩和戦略 関連政策手段 

データ透明性

（AutoCV の反発） 

保険会社、OEM、データ管

理者は事故/全損データの共

有に抵抗する可能性があ

る。不十分なデータはトレ

ーサビリティを損なう。 

最低限の ELV データフィールド

を義務化。段階的導入。

AutoCV–eNaTIS を統合し自動

VIN イベント報告を実現。 

ELV タスクチー

ム、データ規制 

SAIA サルベージコ

ード誤分類 

保険会社は再販価値を最大

化するため ELV をコード 2

に分類する可能性があり、

道路安全と ELV フローを損

なう。 

写真による VIN と連動した証拠

を要求し、自動化された異常ア

ラートを導入する。 

ELV 政策枠組み、

モニタリング・評価 

新規コンプライアン

ス費用に対する公的

／規制側の抵抗 

リサイクル費用や検査費用

への懸念が公衆の反発を招

く恐れ。政府は負担増に躊

躇する可能性。 

段階的導入。費用に上限設定。

強力なコミュニケーション戦

略。コンプライアンス費用を上

回るスクラップインセンティ

ブ。 

ELV 制度；料金設

計 

車検制度への反発 検査頻度増加は費用増と不

便として認識される。 

3～5 年かけて段階的に検査を実

施。高リスク車両群でパイロッ

ト実施。低所得者層への補助。

移動式検査ユニット。 

国家道路交通法改

正、検査制度 

制度的能力の脆弱性 執行能力の限界。車両取引

における人的腐敗リスク。

州ごとの差異。 

合同執行ユニット。ATF 監査の

外部委託。全取引のデジタル

化。 

MEC フレームワー

ク、デジタル化 

執行力の弱さ 執行がなければ、非正規市

場が持続し、ELV の流れが

成立しない。 

段階的制裁。AutoCV 異常検

知。DoT・DFFE・SAPS による

合同検査。 

MEC フレームワー

ク 

導入の遅れまたは政

府の対応遅れ 

システム構築の遅れは、推

進力の喪失と関係者の信頼

低下を招くリスクがある。 

期限付きマイルストーン。年次

政府報告。パイロット先行導

入。 

ELV タスクチーム

ガバナンス 

OEM による EPR

義務への抵抗 

OEM は ELV 回収に伴うコス

ト負担に反対する可能性が

ある。 

長めの移行期間。再生利用内容

に対する税制優遇措置。個別の

コンプライアンススキームを許

可。 

ELV EPR 規制 
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表 10 に要約されたリスクは重大ではあるが、克服できないものはない。他国の事例は、強固なガバ

ナンス、段階的な実施、対象を絞ったインセンティブ、透明性のあるデータシステムによって支えら

れる場合、適切に設計された ELV システムが成功することを示している。 南アフリカの ELV タスク

チームと本報告書で概説した改革は、監督調整、ボトルネック予測、持続的な政策実行を確保する強

固な仕組みを提供する。政府が上記のリスクに積極的に対処することで、環境保護、道路安全の向上、

循環型経済の成長促進、そして南アフリカを世界のベストプラクティスに整合させる、信頼性が高く

執行可能な ELV システムを構築できる。 
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10 モニタリング・評価フレームワーク 

ELV 政策実施後の進捗を効果的にフォローし、必要に応じて軌道修正を促すためには、効果的なモニ

タリング・評価（M&E）枠組みの確立が不可欠である。  

M&E はデータ収集と分析から始まる。成功の主要な指標をフォローし、その実績を目標値やベンチ

マークと比較する必要がある。この情報収集には様々な情報源を活用可能であり、ELV 追跡システム

／AutoCV が中核的な情報源となる。 ELV 政策に関連する主要業績評価指標（KPI）の非網羅的なリ

ストは、表 11 に示されている。これらは（半年ごと/年次）ベースでモニタリングし、進捗を評価し、

必要に応じて是正活動や介入を導くべきである。 

表 11 . ELV 政策モニタリング・評価における主要な成功指標  

KPI 説明／測定方法 主なデータソース 

正式に処理された ELV

台数（台） 

認可施設（ATF、汚染除去センター、シュレ

ッダー）が受領・処理した車両台数。 

AutoCV／ELV 追跡システム、ATF

報告、州当局 

ELV 回収率（％） 年間発生する全 ELV のうち、正規の解体・

汚染除去・リサイクルシステムに入る割合。

全モデルシナリオにおける政策成功の中核指

標。 

eNatis（車両保有台数・登録抹

消）、AutoStats（販売データ）、

AutoCV／中央 ELV システム（処理

済み ELV）、RTMC（車両ステータ

ス更新） 

ELV 撤去による新規車

両販売促進効果（台

数） 

流通から排除された ELV の代替効果により

追加的に販売された新車台数（代替率

60％、新車対中古車比率 1:2）。 

Lightstone、AutoStats、OEM 報

告、eNatis（登録台数） 

国内自動車生産台数

（台） 

新車需要増加に伴う追加的な現地生産台数

（現地調達率 42.2％に基づく）。 

Naamsa、Lightstone、OEM 生産

報告 

回収された POPs/有害

物質の供給量（トン） 

ELV から回収され安全に処分された POPs

及びその他の有害化学物質・液体の量。 

AutoCV、ATF、DEA&WS（有害廃

棄物マニフェスト） 

回避された CO₂排出量

（tCO₂e/年） 

再生鋼、アルミニウム、銅、プラスチックに

よる新規材料代替による排出削減量。 

AutoCV（材料量）、DFFE 排出係

数、OEM 報告 

道路不適格/老朽車両に

起因する交通事故死者

数（件） 

ELV が流通から排除されたことにより回避

された死亡者数（ELV 1,000 台あたり 2 名の

死亡者比率に基づく）。 

RTMC 衝突統計、RAF 保険金請求

データベース 

回避された非致死傷者

数（単位） 

回避された死亡事故 1 件あたり 35 件の負傷

をモデル化。 

RTMC、RAF 

道路事故基金の節約額

（年間） 

1 件あたり平均 90,000 ランドの請求コスト

に基づき回避された請求額。 

RAF 年次報告書、国家財務省 

正規の ELV バリューチ

ェーンで創出された雇

用数（単位） 

正式に処理された 1,000 件の ELV あたり 7.5

件の雇用を創出。 

AutoCV、UIF（正規雇用向け）、雇

用主報告、StatsSA QLFS 
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自動車バリューチェー

ンにおける雇用創出数

（単位） 

追加車両販売・生産による雇用創出（販売車

両 1,000 台あたり 50 人分、生産車両 20 台

あたり 1 人分）。 

Naamsa、StatsSA、自動車雇用

主、UIF 

若年層雇用割合（％） 18～35 歳が占める雇用割合（予想 20%）。 UIF、StatsSA、AutoCV 雇用モジュ

ール（開発済みの場合） 

レビューサイクルとフィードバックメカニズム  

これらの KPI は年間を通じて独立してモニタリングされるべきである。ただし、ELV 政策の進捗状況

を示す報告書は、年次レビューのために毎年作成されるべきである。ELV タスクチームは、レビュー

のための情報収集を担当する政府機関を特定する。ELV タスクチームは年次で会合を開き、この報告

書をレビューし、必要に応じて主要な行動について議論すべきである。 
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11 結論 

南アフリカは、自動車産業、環境政策、循環型経済の進化において重要な転換点に立っている。ELV

バリューチェーンの正式化はもはや任意の選択肢ではない。これは、道路安全リスク、環境悪化、経

済的損失、そして非正規かつ規制されていない解体慣行が依然として支配的である現状に直接対処す

るための、緊急かつ戦略的な介入である。 国内の自動車保有台数が増加し、車齢が老朽化するにつ

れ、ELV の発生量は増加を続け、現在のリスクを一層高めると同時に、未開拓の経済的・社会的・環

境的機会の規模を拡大している。明確な定義、免許制度、デジタルトレーサビリティ、義務的な検査、

CoD と連動した登録抹消を基盤とする、一貫性があり執行可能な ELV システムは、こうした機会を

活かすために必要な規制・制度的基盤を提供する。本報告書で提示する提言は、国家開発計画

（NDP）、SAAM35、国家廃棄物管理戦略、国連の持続可能な開発目標（SDGs）における南アフリ

カの公約など、同国の広範な政策目標と整合している。 正式な ELV システムは、資源回収の増加、埋

立地のひっ迫や有害排出の削減、産業のグリーン化の促進、再生材料の新たな国内市場の活性化を通

じて、循環型経済への移行を後押しする。また、道路安全の向上、道路事故基金の負債削減、特に若

年層や中小企業を中心とした包括的な雇用創出の促進など、社会的な成果の拡大にもつながる。環境

基準の引き上げと再利用・リサイクルの拡大により、ELV システムは気候変動の緩和や責任ある生

産・消費の課題にも大きく貢献する。本報告書の調査結果は、南アフリカが決定的な行動を取ること

で、増大する負債を構造化され生産的で未来志向の産業へと転換できることを示している。今求めら

れているのは、リーダーシップ、規制の確実性、そして迅速かつ段階的な実施へのコミットメントで

ある。政府の意思決定者は、道路安全を大幅に改善し、産業競争力を高め、南アフリカを自動車循環

型産業における大陸のリーダーとして位置付ける国家 ELV 枠組みを確立する機会を有している。改革

を遅らせれば、既存のリスクがさらに深まり、目の前にある経済機会が損なわれるだけである。明確

な権限委譲、協調した制度・関係機関の体制構築、そして実施に向けた早期投資により、ELV は南ア

フリカの経済的・社会的・環境的進歩の阻害要因ではなく、推進力となることが確実となる。 

付録 I ELV 台数の計算 

 

車両保有台数は、2024 年の基準値 12,093,217 台から年率 1%で増加すると予測される（77 ）。年間新

車販売台数は、2023 年の基準値 531,787 台から 2050 年まで年率 0.5%で増加すると予測される。 南

アフリカにおける年間発生 ELV 台数は、前年度の車両保有台数に販売台数を加算し、翌年度の保有台

数から盗難による 2%の損失分を差し引くことで算出している（78 ）。 

ELV 回収率 3.5％（正規の解体・リサイクル工程に入る ELV の割合）は、2023 年のデータ（ELV の総

プール台数約 43 万台のうち正規に回収された約 1 万 5 千台）及び本プロジェクト前段階で得られた

業界知見に基づき推定している。 
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付録 II ELV 政策枠組み簡易比較表 

 

ELV 政策要素 欧州連合 日本 インド 南アフリカ ブラジル マレーシア 

包括的な ELV 政策枠組みが整備され

ている 

あり  あり  なし なし なし なし 

ELV 規制当局またはタスクチーム 欧州委員会／加盟国 環境省 + JARC 道路交通・高速道路省 + 

環境省 

専任機関なし 国家交通評議会＋連邦交

通局 

専門機関なし 

ELV 回収率 85～95% ~95% <20%  3.5% (本研究) <15% 約 10～15%  

年間回収 ELV 台数 約 600 万～700 万台 約 350 万台 約 200 万人（主に非正

規部門） 

約 15,000 人（正式）、

約 400,000 人（非正

規） 

約 30 万台（主に非正規

部門） 

約 15 万台（主に非正

規部門） 

車両保有台数 約 2 億 5 千万台 約 8,000 万台 約 3 億台 約 1200 万台 約 5000 万台 約 3300 万 

廃棄証明書（CoD）または同等のも

の 

あり  あり  あり CoD なし CoD なし 代金引換不可 

義務的な定期車両検査 あり あり あり 商用車のみ 商用車のみ 商用のみ 

解体業者の免許制度 あり あり なし なし あり なし 

スクラップインセンティブ制度 あり あり あり なし なし なし 

適合 ATF に対するインセンティブ あり あり 限定的なパイロット事業 なし なし なし 

自動車に特化した EPR メカニズムが

導入済み 

あり  あり あり 部分的 部分的 なし 

ELV 追跡システム あり  あり  計画中 なし 一部の州レベルシステム なし 

監査要件の報告 あり  あり  規則案に含む なし 正式化されていない なし 
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付録 III 国別ベンチマーキング - ELV タスクチームの設置 

 

欧州では、欧州委員会環境総局（DG ENV）が ELV に焦点を当てた廃棄物専門家グループを設置した。

この作業部会には、加盟国の所管当局に加え、廃棄物となる可能性のある製品の製造・販売を担う産

業の EU 傘下団体、及び廃棄物管理を担当する団体が参加している79 。この作業部会は 2015 年に設

立され、政策の策定・改善及び規制の実施に取り組んでいる80  。 同グループは欧州委員会環境総局

（DG ENV）が議長を務め、年 2 回会合を開催し、廃棄物に関連する提案や政策イニシアチブについ

て協議する。協議対象には ELV、電池、埋立廃棄物、有害化学物質が含まれるが、これらに限定され

ない。 

日本は EU とは異なるシステムを採用しており、関連する政府当局の監督下で、単一の公益財団法人

に規制の実施権限を付与している。すなわち、ELV に特化した自動車リサイクル調整機関として、自

動車リサイクル促進センター（JARC）81 を設立した。この JARC は 2000 年、日本自動車工業会（82 ）

を中心に、自動車産業の様々な関係者が設立した。経済産業省及び環境省傘下の委員会、小委員会、

審議会が策定する自動車廃棄物や循環型社会に関する法令は、基本的に JARC を通じて実施される。 

したがって JARC は、ELV 政策実施に必要な資金と情報を管理する唯一の「タスクチーム」として機

能し、経済産業省と環境省の監督下にある。例えば JARC の中核的責任は、車両所有者が支払うリサ

イクル料金（預託金）の管理、及び回収からリサイクルまでの ELV 追跡システム管理を通じて、ELV

バリューチェーンの各段階における厳格な決まりの遵守を確保することである83 。 また経済産業省、

環境省合同で産業構造審議会を定期的に開催し、法律の運用状況の確認、是正につき異業種審議員を

加えて審査している。 

ブラジルは南アフリカと同様、まだ包括的な ELV 政策枠組みが完全には整備されていない。ブラジル

には、国家レベルで技術的な ELV 関連答申（解体やトレーサビリティなど）を起草する正式なマルチ

ステークホルダー技術委員会として機能するテーマ別委員会が存在する84  。これらの委員会は国家交

通評議会（National Traffic Council）の管轄下にあり、国家交通事務局（National Traffic Secretariat）

と連携して規制の策定・改訂を行う85 。 規制の実施は、州レベルの環境機関（汚染除去・廃棄物処理

担当）、警察（監視・執行担当）、交通機関（解体業者免許・部品追跡システム担当）の連携により監

督される。86 87 

インドも包括的な ELV 政策枠組みを欠いており、ブラジルと同様に、ELV 政策と管理に特化した監督

委員会をまだ設置していない。 ブラジルが正式な委員会を有しているのとは異なり、インドでは道路

運輸・高速道路省（ELV 政策を主導88 ）、規格委員会（車両技術基準を監督）、環境省（車両の EPR 規

則を設定89 、ELV の処理・廃棄における環境コンプライアンスを監督90 ）が関与する分散型の委員会

ネットワークが構築されている。したがって、インドの ELV 関連政策は省庁主導であり、委員会主導

のブラジルとは対照的である。 
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付録 IV 国別ベンチマーキング - 包括的な国家 ELV 政策の草案作成 

 

国・地域 ELV 枠組み 仕様 

EU 2000 年に ELV 指令

（2000/53/EC）を制定。本指

令は、EU 加盟国全体で遵守が

義務付けられている法的拘束力

のある仕組みを通じて、製造か

ら廃棄までの全過程における

ELV を管理している。 

1. 処理施設の認可と認証を義務付ける。 

2. 車両設計制限の設定（例：鉛、水銀、カドミウ

ム、六価クロムの含有量制限）。 

3. EPR スキーム：車両の使用可能期間の終了時に車

両を無料で回収することを義務付ける。 

4. 解体業者及びリサイクル業者による汚染除去及び

性能目標の設定。 

5. 登録抹消と排気ガス検査証明書の発行を連動させ

る。 

日本 使用済み自動車リサイクル法

（2002 年 7 月 12 日法律第 87

号） 

1. 処理施設の認可を義務付ける。 

2. 製造業者及び輸入業者にリサイクル責任に関する

明確な義務を課す。 

3. ELV の処理に対する財政的支援の仕組みを規定。 

4. 全国的な ELV 追跡システムの運営における役割と

責任を規定。 

ブラジル 連邦法 12.977/2014 により、

車両解体及び部品のトレーサビ

リティを規制。国家固形廃棄物

政策  

1. 解体業者に対し、州交通当局による免許取得と認

証を義務付ける。 

2. ELV の解体及び再利用目的での部品販売に伴うデ

ータ報告。 

3. 主要部品の環境管理。 

インド 自動車廃棄政策（2002 年）、環

境保護規則（ELV）（2025 年） 

1. 解体業者に対し、州交通当局による免許及び認定

を義務付ける。 

2. 認可処理施設による CoD の発行を義務付け。 

3. 自動車メーカーに対する EPR ベースの目標、ELV

の環境上適正な処理を強化する仕組み、ELV のト

レーサビリティを導入。 
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付録 V 国別ベンチマーク - 事業者の免許及び認証 

 

EU の ELV 指令は、ELV のバリューチェーンにおける「経済事業者」向けの認可・認証制度を整備し

ている。これには自動車メーカー、販売業者、回収業者、自動車保険会社、解体業者、シュレッダー

業者、回収業者、リサイクル業者、その他 ELV（その部品・材料を含む）の処理事業者などの事業者

が含まれる。 解体業者やリサイクル業者などの処理施設は、有害物質が地下水や地表水に浸透しない

不浸透性表面を有すること、漏洩防止システムを設置し迅速な汚染除去を確保することで有害物質が

長期間施設内に残留しないこと（これにより長期曝露による人的リスクを最小限に抑える）などの最

低限の技術要件を満たすことで認可を取得できる。 全ての事業者は、各加盟国の公的機関を通じて

ELV 処理に関わる経済事業者としての免許取得と登録が義務付けられ、所管当局による検査の対象と

なる。経済事業者は以下の情報を公表しなければならない。 

• 車両及びその部品の回収可能性とリサイクル可能性 

• ELV の環境上適正な処理方法 

• ELV 及びその部品における 3R（リデュース・リユース・リサイクル）促進手法の開発・最適

化 

• 回収率目標達成に向けた進捗状況 

EU では、ATF のみが CoD を発行できると規定している。CoD の提示は加盟国における登録抹消の条

件である。これにより EU は、ATF を介して車両登録抹消と CoD の法的関連性を確立した。 

日本では ATF は「事業者」と呼ばれ、その責任は自動車リサイクル法（平成 14 年法律第 87 号）91 に

規定されている。事業者には免許取得と登録が義務付けられ、ELV の収集、解体、シュレッダー処理

に関わるバリューチェーンのプレイヤーが含まれる。 同法は ELV の登録事業者への引渡しを義務付

け、これにより認可・登録事業者の活用を促進している。特定部品・材料（エアバッグ、フロン類、

ASR）のリサイクル費用は、車両購入時に支払われるリサイクル料金で賄われ、政府監督下で JARC

が資金を管理する。事業者は詳細な義務を報告・遵守し、自動車リサイクルシステムを管理する

JARC へ情報を提供しなければならない。 このシステムでは、事業者は ELV バリューチェーンにおけ

る自社の役割に応じて、車両識別番号（VIN）、ELV の引き渡し先、回収されたフロンなどの材料など

の関連情報を提出することが義務付けられている。これらの各報告書は「移動報告」と呼ばれ、すべ

て車両の VIN に紐づけられることで、ELV の回収から ASR の最終処理に至るバリューチェーン全体

でトレーサビリティと透明性が確保される。 

ブラジルのシステムは、EU や日本が ELV バリューチェーンの様々なセグメントに広く仕様を定める

のとは異なり、特に車両解体業者の認可に焦点を当てている点で EU や日本とは異なる。 ブラジルは

解体業者への要件を定めた解体法（12.977/2014）を制定した（92  ）。解体業者は交通当局による免

許取得が法的に義務付けられ、地域営業許可証を保持しなければならない。 ELV は ATF（認可解体
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業者）にのみ引き渡すことができ、ATF は交通当局に対し ELV 受領通知書を発行し、車両の永久登録

抹消を申請するとともに、10 日以内に車両を解体しなければならない。再利用可能な部品（再利用

が禁止されている安全上重要な部品を除く）はすべて、中古部品のトレーサビリティを確保するため、

全国データベースに登録されなければならない。 営業許可取得には環境・安全基準の遵守が必須で

ある。解体業者は全国車両データベースに連携する電子システムへ ELV 受入詳細、ELV 売却者詳細、

取り外し部品詳細、ELV/部品購入者詳細、車両識別子及び登録抹消情報（抹消証明書番号を含む）

などの情報を提供しなければならない。 

インドの認可・認証制度は、2021 年に施行された自動車解体制度を最適に支援するために確立され

た。 インドの制度では、RVSF（ELV 処理施設）に対し免許と認証を付与しており、交通省及び環境

省が定める特定の運営基準と環境基準を満たすことが義務付けられている。これらの具体的な要件に

は、不浸透性床、汚染物質除去装置、有害物質処理設備、必要な ISO 認証、IT 仕様などが含まれる。

インドでは、ELV は法律により RVSF のみに引き渡すことが義務付けられている。これらの施設はそ

の後、ELV 所有者に CoD を発行する義務がある。 CoD 発行及び ELV 解体前、RVSF は関連警察当局

を通じて全国盗難車両記録との照合、ならびにすべての RVSF がアクセスできる全国車両データベー

スによる所有者証明の確認を義務付けられる。最終解体後、RVSF は CoD と共に CoVS（車両解体証

明書）を車両所有者に発行する。 RVSF は各段階で全国車両データベースを更新し、CoD 及び CoVS

と連動した車両の正式な登録抹消を申請する必要がある。CoD は譲渡可能であり、新車購入時のイン

センティブ請求に使用できる。インセンティブには新車購入時の税制優遇措置、及び購入者が ELV の

CoD を提出した場合の登録料免除が含まれる。93  

 



 

65 

 

付録 VI 国別ベンチマーク - スクラップインセンティブ： 

EU 加盟国は、ELV を登録事業者に引き渡した車両所有者に対し、様々な方法でインセンティブや助

成金を提供している。2009 年、ドイツは ELV の廃車と新車登録時に車両所有者に一律の補助金

（2,500 ユーロ）を支給する ELV 制度を導入した94 。 この補助金は新規車両 200 万台に限定され、

調査では低価格帯セグメントの車両購入がその年に倍増したことが示された95 。2008 年、フランス

は「エコロジカル・ボーナス」助成金を導入し、車両を廃車し承認済み代替リストから新車を購入し

た所有者が助成金を受給できる制度とした（金額は、所有者が新乗用車（最大 7,000 ユーロ）か中古

乗用車（最大 1,000 ユーロ）を購入するかにより変動）96 。2015 年から 2022 年にかけて、フランス

では 100 万台以上の車両が代替され、排出量の多い車両から排出量の少ない車両への代替により、推

定 170 万 CO₂換算トンの排出削減が達成された97 。 

 

日本の制度は EU の制度とは大きく異なり、特に古い車両を排除するような逆インセンティブと組み

合わせた場合、異なるスキームでも自動車の買い替えを効果的に促進できることを示している。 日

本では、新車購入者が新車購入価格に組み込まれたリサイクル費用を前払いし、これが当該車両の使

用可能期間終了時の最終的な ELV 費用を賄う仕組みとなっている98 。この費用は、特定部品・材料

（フロン、エアバッグ、ASR）の資源回収に伴う運営コストを賄うため、解体業者に支払われる。資

金及び資金管理システムは、EPR 制度などの ELV 規制実施を監督する JARC が管理している。 義務

的な定期車検にかかる費用（税）は古い車両ほど高くなるため、古い車両をタイムリーに排除するイ

ンセンティブとなる99 。その結果、日本の乗用車の平均使用期間は約 13 年と比較的短く100 、世界平

均の 18 年101 と比べて短い。 

 

ブラジルには包括的な ELV 政策はないものの、正規のルートを通じた ELV 回収を促進する規制や制

度を実施している。同国はフリート更新と車両リサイクルに焦点を当てた「レノバール」プログラム

を実施中であり、第一段階では大型車両を対象としている。このプログラムは使用済み大型車両の自

主的な廃車に資金を提供する。対象となるには、認可事業者が発行する解体・リサイクル証明が必要

である。 

 

インドでは、EU や日本のように新車購入時に一括または段階的な補助金を受け取る方式ではなく、

新車価格に対する税制優遇措置を提供している。インドの各州では、新車購入時に CoD を提示する

ことで、段階的に税制優遇措置（個人用車両は約 25％、商用車両は約 15％まで）を適用し、登録料

を免除している。102  
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付録 VII 国別ベンチマーク - 定期車検 

EU 加盟国では、自家用車と商用車の両方に定期的な技術検査（安全性と排出ガス）を実施している。

自家用車の場合、初回検査は車両の初回登録から 3～4 年後に必要となり、その後、車両が一定の車

齢（例：スペインでは 10 年103 ）に達するまで 2 年ごとに実施され、その後は毎年実施される。 これ

らの検査には厳格な排出ガス検査が組み込まれており、ブレーキやステアリングなどの安全システム

も点検対象となる。バス、長距離バス、大型貨物車などの商用車は、初回登録時から毎年技術検査を

受ける義務がある。 

 

日本も EU と同様に定期的な車検を実施している。個人所有車両と商用車両の両方に対し、初回登録

から 3 年後に義務的な車検が開始され、その後は 2 年ごとに実施される。このプロセスには厳格な技

術検査が含まれる104 。 

 

インドでは定期的な車検制度を導入しているが、個人所有車両の検査間隔は長い。 同国では、個人

所有車両の車検は初回登録から 15 年後が初回、その後は 5 年ごとの実施が義務付けられている105 。

商用車については、初回登録後 8 年間は 2 年ごと、その後は毎年検査が必要となる106 。高額な再登

録料107 と「グリーン税」108 により、15 年超の車両の再登録が抑制され、これにより老朽車両の早期

廃車促進に寄与している。  

 

ブラジルの状況は南アフリカと類似しており、初回登録時に車検（排出ガス検査を含む）が義務付け

られ、その後は所有権変更時、または登録停止・抹消車両の再登録時のみ実施される109 。  

 

マレーシアが頻繁な車検導入を試みた事例は、政策策定時及び実施前のパブリックコメントと意識啓

発の重要性を示す好例である。2009 年、同国は義務的な車両検査の導入を試みたが、国民の反発に

より政府は規制を撤回せざるを得なかった110 

 

マレーシアとブラジルを除くベンチマーク対象国では、強制的な車検制度と古い車両への段階的コス

ト負担増を組み合わせることで、より安全で環境にやさしい新型車両の普及を促進する実証済みの仕

組みが確立されている。 
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付録 VIII 国別ベンチマーク – モニタリング、執行及びコンプライアンス 

欧州の MEC（モニタリング、執行及びコンプライアンス）は法的枠組みの中核機能である。欧州委

員会の環境総局（DG ENV）及び廃棄物専門家グループが政策を策定し遵守状況をモニタリングする。 

加盟国は ELV 目標達成の進捗状況を欧州委員会に年次報告する義務がある（111 ）。執行は各国当局及

び環境監察機関（各加盟国における「グリーン・スコーピオンズ」相当機関）が実施する。車両循環

パスポート及び行方不明 の ELV を 追跡するシステム（新たに改正された ELV 指令の一部：112 ）は全

車両の監査可能な記録を提供し、モニタリング・執行を強化する。 

日本のシステムは中央集権化されており、監視と執行には高度なデジタルプラットフォームが活用さ

れている。JARC も事実上の MEC 機関である。JARC は全国的な ELV 追跡システムを管理し、車両の

登録抹消から最終リサイクルまでの全取引を電子的に記録している（113  ）。この電子マニフェストシ

ステムにより、ELV が正式なシステムから「消失」することはほぼ不可能であり、必ず検知される。 

執行は関係省庁（環境省など）が行うが、JARC のシステムの自動化特性により、コンプライアンス

チェックのためのリアルタイムデータが提供される（114 ）。 

ブラジルの MEC（環境・気候変動省）は、連邦制構造と大規模な非正規セクターを反映し、より分

散化・分権化されている。実施と監督は、州レベルの環境機関（汚染除去・廃棄物処理担当）、警察

（モニタリング・執行）、交通機関（免許発行）による共同作業である。この拡散型分散モデルは調

整上の課題を生む可能性があるが、特定の地域状況に合わせた地域密着型の執行を可能とする。 国家

交通評議会（運輸省の最終権限下）傘下の専門委員会（115  ）は、技術的議論の場として機能し、よ

り効果的に施行可能な提案案作成を支援する重要な監視メカニズムである。 

インドのアプローチは政策立案と同様に、省庁主導かつ分散型である。道路運輸・高速道路省は車両

登録抹消の法的側面と RVSF の免許交付を担当する。環境・森林・気候変動省傘下の CPCB は環境基

準の設定と順守検査の実施における主要機関である。 このシステムの有効性は、各省庁と州レベル

の対応機関間の高度な連携に依存している。インドが提案する EPR 向けオンラインポータルは、日本

の JARC モデルに類似した、より中央集権的な監視システム構築に向けた重要な一歩である116 。 
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